
関係機関と連携して、自然公園区域や鳥獣保護区の自然
環境保全のため指定地域を保全します

環境政策課 未実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会に参加し、野生生物の生
息状況を確認したが、保全活動までは至って
いない。

未実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会にて生態系情報図を作成
し、野生生物の生息状況を確認したが、保全
活動までは至っていない。

未実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会にて生態系情報図を作成
し、野生生物の生息状況を確認したが、保全
活動までは至っていない。

未実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会にて生態系情報図を作成
し、野生生物の生息状況を確認したが、保全
活動までは至っていない。

未実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会にて生態系情報図を作成
し、野生生物の生息状況を確認したが、保全
活動までは至っていない。

水源かん養機能の高い広葉樹主体の水源林を整備しま
す。

農業振興課 実施

市内民有林については、荒廃森林整備事業
（県100％補助事業）を活用し、上頓野・上
新入・下新入地区の民有林間伐（8.68ha）等
の森林整備を行った。

実施

・市内民有林については、荒廃森林整備事業
（県 100％補助事業）を活用し、頓野・上
頓野・下新入地区の民有林間伐（5.54ha）等
森林整備を行った。

実施

・市内民有林については、荒廃森林整備事業
（県 100％補助事業）を活用し、頓野・上
頓野・下新入地区の民有林間伐（5.54ha）等
森林整備を行った。

実施

・市内民有林については、荒廃森林整備事業
（県 100％補助事業）を活用し、上新入・
下新入地区の民有林間伐（4.54ha）等森林整
備を行った。

実施

・市内民有林については、荒廃森林整備事業
（県 100％補助事業）を活用し、畑・上頓
野地区の民有林間伐（5.89ha）等森林整備を
行った。

希少種を含む野生動植物の生息・育成状況を把握し、そ
の保全を進めます。

環境政策課 実施

・第9回および第10回遠賀川流域生態系ネッ
トワーク形成推進協議会に出席し、直方市は
外来生物対策を各自治体と共に行っている。
また、国土交通省 遠賀川河川事務所ホーム
ページにて公開している。

実施

・第7回および第8回遠賀川流域生態系ネット
ワーク形成推進協議会に出席し、直方市は外
来生物対策を各自治体と共に行っている。ま
た、国土交通省 遠賀川河川事務所ホーム
ページにて公開している。

実施

・第５回 遠賀川流域生態系ネットワーク形
成推進協議会に出席し、直方市は外来生物対
策を各自治体と共に行っている。また、国土
交通省 遠賀川河川事務所ホームページにて
公開している。

実施

・第４回 遠賀川流域生態系ネットワーク形
成推進協議会に出席し、直方市は外来生物対
策を各自治体と共に行っている。また、国土
交通省 遠賀川河川事務所ホームページにて
公開している。

実施

・遠賀川流域生態系情報図を作成。国土交通
省 遠賀川河川事務所ホームページにて公開
している。今後、この情報図を参考に地域住
民や活動団体と連携し保全活動を行っていき
たい。

里山保全・再生活動を支援するとともに、その活動を紹
介し、活動への参加を促します。

農業振興課 実施

６月の金剛山もととり保全協議会主催のあじ
さいまつりは、メディアでも紹介され、多く
の観光客が訪れた。これに伴い、来園者用に
簡易トイレ設置等の支援を行った。

実施

・６月の金剛山もととり保全協議会主催のあ
じさいまつりは、メディアでも紹介され、多
くの観光客が訪れたため、簡易トイレ設置等
の支援を行った。

実施

・６月の金剛山もととり保全協議会主催のあ
じさいまつりは、メディアでも紹介され、多
くの観光客が訪れたため、簡易トイレ設置等
の支援を行った。

実施

・６月の金剛山もととり保全協議会主催のあ
じさいまつりは、メディアでも紹介され、多
くの観光客が訪れたため、簡易トイレ設置等
の支援を行った。

実施

・上頓野金剛地区で開催された直鞍広域体験
プログラム「里山散策と栗ひろいの楽しいラ
ンチ」の参加者募集について、チラシ(パンフ
レット型)を配付することにより周知を行っ
た。
また、金剛山もととり保全協議会主催のあじ
さいまつりは、メディアでも紹介され、多く
の観光客が訪れたため、簡易トイレ設置等の
支援を行った。

環境保全型農業を推進し、生き物の生息・生育場所とし
て重要な水田などの農地を保全します。

農業振興課 実施

地域の農村環境の保全等を目的とした国の制
度である「多面的機能支払交付金」を活用
し、市内の４地区（畑・下境・永満寺・上頓
野）で水利機能の管理である、畦の草切りや
水路のドロ上げなどの農地保全活動を継続し
て実施した。

実施

・地域の農村環境の保全等を目的とした国の
制度である「多面的機能支払交付金」を活用
し、市内の５地区（上新入・畑・永満寺・下
境・上頓野）で水利機能の管理である、畦の
草切りや水路のドロ上げなどの農地保全活動
を継続して実施した。

実施

・地域の農村環境の保全等を目的とした国の
制度である「多面的機能支払交付金」を活用
し、市内の５地区（上新入・畑・永満寺・下
境・上頓野）で水利機能の管理である、畦の
草切りや水路のドロ上げなどの農地保全活動
を継続して実施した。

実施

・地域の農村環境の保全等を目的とした国の
制度である「多面的機能支払交付金」を活用
し、市内の５地区（上新入・畑・永満寺・下
境・上頓野）で水利機能の管理である、畦の
草切りや水路のドロ上げなどの農地保全活動
を継続して実施した。

実施

・地域の農村環境の保全等を目的とした国の
制度である「多面的機能支払交付金」を活用
し、市内の５地区（上新入・畑・永満寺・下
境・上頓野）で水利機能の管理である、畦の
草切りや水路のドロ上げなどの農地保全活動
を継続して実施した。

自然との共生に配慮しつつ、誰もが利用しやすく自然を
楽しめる遊歩道を整備します。

農業振興課 実施
・上頓野市有林エリア（通称：もととり広場
奥）で崩れた林道や遊歩道の補修を行った。

実施
・雲取山登山エリア（通称：こもれびの森）
で崩れた遊歩道の補修や案内標識の整備な
ど、維持管理を行った。

実施
・雲取山登山エリア（通称：こもれびの森）
で崩れた遊歩道の補修や案内標識の整備な
ど、維持管理を行った。

実施
・雲取山登山エリア（通称：こもれびの森）
で崩れた遊歩道の補修や案内標識の整備な
ど、維持管理を行った。

実施
・雲取山登山エリア（通称：こもれびの森）
の天候などで崩れた遊歩道の補修や案内標識
の整備など、維持管理を行った。

森林整備計画を策定し、民有林の適正な管理と保全を推
進します。

農業振興課 実施
荒廃森林整備事業（県 100％補助事業）を
活用し、上頓野・上新入・下新入地区の民有
林間伐（8.68ha）等森林整備を行った。

実施

・荒廃森林整備事業（県 100％補助事業）
を活用し、上頓野・永満寺・上新入・下新入
地区の民有林間伐（5.68ha）等森林整備を
行った。

実施
・荒廃森林整備事業（県 100％補助事業）
を活用し、頓野・上頓野・下新入地区の民有
林間伐（5.54ha）等森林整備を行った。

実施
・荒廃森林整備事業（県 100％補助事業）
を活用し、上新入・下新入地区の民有林
（4.54ha）間伐等森林整備を行った。

実施
・荒廃森林整備事業（県 100％補助事業）
を活用し、畑地区・上頓野地区の民有林
（5.89ha）間伐等森林整備を行った。

侵入竹の除伐や広葉樹の植林などを進め、里地里山を保
全します。

農業振興課 実施

上頓野金剛山地区において、約12ha（広葉
樹・針葉樹等森林3.3ha、竹林3ha、侵入竹等
5.7ha）の森林を対象として、侵入竹林の伐採
や雑草木の刈り払い、あじさいの植樹活動を
行うなど、里山の保全再生活動を行った。

実施

・上頓野金剛山地区において、約12ha（広葉
樹・針葉樹等森林3.3ha、竹林3ha、侵入竹等
5.7ha）の森林を対象として、侵入竹林の伐採
や雑草木の刈り払い、あじさいの植樹活動を
行うなど里山の保全再生活動を進めた。

実施

・上頓野金剛山地区において、約12ha（広葉
樹・針葉樹等森林3.3ha、竹林3ha、侵入竹等
5.7ha）の森林を対象として、侵入竹林の伐採
や雑草木の刈り払い、あじさいの植樹活動を
行うなど里山の保全再生活動を進めた。

実施

・上頓野金剛山地区において、約12ha（広葉
樹・針葉樹等森林3.3ha、竹林3ha、侵入竹等
5.7ha）の森林を対象として、侵入竹林の伐採
や雑草木の刈り払い、あじさいの植樹活動を
行うなど里山の保全再生活動を進めた。

実施

・上頓野金剛山地区において、約12ha（広葉
樹・針葉樹等森林3.3ha、竹林3ha、侵入竹等
5.7ha）の森林を対象として、侵入竹林の伐採
や雑草木の刈り払い、あじさいの植樹活動を
行うなど里山の保全再生活動を進めた。

適切な土地利用計画に基づいて農地を保全します。 農業振興課 実施
農地法に基づき農地の転用事務を適切に行う
と共に、農振法に基づいて「直方市農業振興
地域整備計画」を策定した。

実施

・農地法に基づき農地の転用事務を適切に行
うと共に、農振法に基づいて「直方市農業振
興地域整備計画」を策定しているため、計画
に沿って、農振除外等農地関係事務を適切に
行った。

実施

・農地法に基づき農地の転用事務を適切に行
うと共に、農振法に基づいて「直方市農業振
興地域整備計画」を策定しているため、計画
に沿って、農振除外等農地関係事務を適切に
行った。

実施

・農地法に基づき農地の転用事務を適切に行
うと共に、農振法に基づいて「直方市農業振
興地域整備計画」を策定しているため、計画
に沿って、農振除外等農地関係事務を適切に
行った。

実施

・農地法に基づき農地の転用事務を適切に行
うと共に、農振法に基づいて「直方市農業振
興地域整備計画」を策定しているため、計画
に沿って、農振除外等農地関係事務を適切に
行った。

遊休農地が発生しないように、担い手を育成し農地を適
正に管理します。

農業振興課 実施

地域の担い手を目指す新規就農者育成に向
け、国の事業である農業次世代人材投資事業
（新規就農者が補助金受給）を活用する支援
や、関係機関（飯塚農林事務所やＪＡ直鞍）
と連携をとり、技術指導を行うなどの支援を
続けている。（令和６年度対象者２人）

実施

・地域の担い手を目指す新規就農者育成に向
け、国の事業である農業次世代人材投資事業
（新規就農者が補助金受給）を活用する支援
や、関係機関（飯塚農林事務所やＪＡ直鞍）
と連携をとり、技術指導を行うなどの支援を
続けている。（令和５年度対象者２人）

実施

・地域の担い手を目指す新規就農者育成に向
け、国の事業である農業次世代人材投資事業
（新規就農者が補助金受給）を活用する支援
や、関係機関（飯塚農林事務所やＪＡ直鞍）
と連携をとり、技術指導を行うなどの支援を
続けている。（令和4年度対象者２人）

実施

・地域の担い手を目指す新規就農者育成に向
け、国の事業である農業次世代人材投資事業
（新規就農者が補助金受給）を活用する支援
や、関係機関（飯塚農林事務所やＪＡ直鞍）
と連携をとり、技術指導を行うなどの支援を
続けている。（令和３年度対象者２人）

実施

・地域の担い手を目指す新規就農者育成に向
け、国の事業である農業次世代人材投資事業
（新規就農者が補助金受給）を活用する支援
や、関係機関（飯塚農林事務所やＪＡ直鞍）
と連携をとり、技術指導を行うなどの支援を
続けている。（令和２年度対象者２人）

近隣市町村、県、猟友会と連携し、イノシシなど野生鳥
獣の被害防止対策に取り組むとともに、有害鳥獣捕獲に
対応できる狩猟者の育成支援を図ります。

農業振興課 実施

宮若市、鞍手町、小竹町、福岡県飯塚農林事
務所、直鞍猟友会等関係機関を構成員とした
「直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会」におい
て、鳥獣被害防止総合支援事業に取組み、ワ
イヤーメッシュ、電気柵を設置し、被害防止
対策を行った。また、狩猟免許新規取得の助
成を行い、新たに５名が有資格者となった。

実施

・宮若市、鞍手町、小竹町、福岡県飯塚農林
事務所、直鞍猟友会等関係機関を構成員とし
た「直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会」にお
いて、鳥獣被害防止総合支援事業に取組み、
ワイヤーメッシュ、電気柵を設置し、被害防
止対策を行った。また、狩猟免許新規取得の
助成を行い、新たに8名が有資格者となっ
た。

実施

・宮若市、鞍手町、小竹町、福岡県飯塚農林
事務所、直鞍猟友会等関係機関を構成員とし
た「直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会」にお
いて、鳥獣被害防止総合支援事業に取組み、
ワイヤーメッシュ、電気柵を設置し、被害防
止対策を行った。また、狩猟免許新規取得の
助成を行い、新たに３名が有資格者となっ
た。

実施

・宮若市、鞍手町、小竹町、福岡県飯塚農林
事務所、直鞍猟友会等関係機関を構成員とし
た「直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会」にお
いて、鳥獣被害防止総合支援事業に取組み、
ワイヤーメッシュ、電気柵を設置し、被害防
止対策を行った。また、狩猟免許新規取得の
助成を行い、新たに３名が有資格者となっ
た。

実施

・宮若市、鞍手町、小竹町、福岡県飯塚農林
事務所、直鞍猟友会等関係機関を構成員とし
た「直鞍地域鳥獣被害防止対策協議会」にお
いて、鳥獣被害防止総合支援事業に取組み、
ワイヤーメッシュ、電気柵を設置し、被害防
止対策を行った。また、狩猟免許新規取得の
助成を行い、新たに３名が有資格者となっ
た。

（３）生態系に関する定期的な実態調査の実施
専門家や地域住民などと協力して市内の生態系の実態調
査を行うしくみをつくり、調査を実施します。

環境政策課 実施
・遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協
議会の作業部会で、連携・協働アクションプ
ランの具体的取組内容の精査を行った。

実施
・遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協
議会の作業部会で、連携・協働アクションプ
ランの具体的取組内容の精査を行った。

実施
・遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協
議会の作業部会で、連携・協働アクションプ
ランの具体的取組内容の精査を行った。

実施

・外来生物対策を添田町をリーダーとした
チーム内（北九州市、中間市、遠賀町、香春
町、大任町）で共有し、情報発信（チラシ配
布 窓口：通年）を行っている。

未実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」では現在「外来生物対策」「自然環
境」「社会環境」のグループに分かれ取り組
み行っており、取り組む機会がなかった。
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R3R4

（１）里地里山の適正管理と地域資源としての利用

（２）鳥獣被害への対策強化

①

自

然

環

境

の

保

全

（

１
）

命

の

営

み

の

基

盤



R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

地域固有の生態系に悪影響を及ぼす恐れのある外来生物
に関する情報を関係機関や近隣市町村との情報交換など
により把握し、外来生物が広がらないよう啓発に努めま
す。

環境政策課 実施

・第9回および第10回遠賀川流域生態系ネッ
トワーク形成推進協議会作業部会にて、昨年
度の取組み報告と連携・協働アクションプラ
ンの具体的取組（案）について協議を行っ
た。

実施

・第7回および第8回遠賀川流域生態系ネット
ワーク形成推進協議会作業部会にて、昨年度
の取組み報告と連携・協働アクションプラン
の具体的取組（案）について協議を行った。

実施

・令和４年７月８日に開催された遠賀川流域
生態系ネットワーク形成推進協議会作業部会
にて、昨年度の取組み報告と連携・協働アク
ションプランの具体的取組（案）について協
議を行った。

実施

・令和３年７月28日に開催した遠賀川流域生
態系ネットワーク形成推進協議会にて作業部
会を開催し、近隣自治体と共に外来生物の駆
除・取扱ルールを作成するなど検討した。

実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会が令和2年7月2日、令和2
年12月18日に開催し協議した。「オオクチバ
ス」「オオキンケイギク」に絞り、駆除・取
扱ルールを作成するなど検討した。

飼育動物を野生に放ったり、植物を植えたりすることに
より、在来種の生息・生育環境の悪化を招かないよう市
民に啓発します。

環境政策課 実施
・特定外来生物に関する情報については、直
方市公式ホームページにて周知・啓発を行っ
ている。

実施
・特定外来生物に関する情報については、啓
発ポスターやチラシの配付並びに直方市公式
ホームページにて周知・啓発を行っている。

実施
・特定外来生物に関する情報については、啓
発ポスターやチラシの配付並びに直方市公式
ホームページにて周知・啓発を行っている。

実施
・特定外来生物に関する情報については、啓
発ポスターやチラシの配付並びに直方市公式
ホームページにて周知・啓発を行っている。

実施
・特定外来生物に関する情報については、啓
発ポスターやチラシの配付並びに直方市公式
ホームページにて周知・啓発を行っている。

特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関す
る法律（外来生物法）に基づき、遠賀川流域生態系ネッ
トワーク形成推進協議会を活用し、近隣市町村と連携し
た特定外来生物の防除活動を推進します。

環境政策課 実施

・第9回および第10回遠賀川流域生態系ネッ
トワーク形成推進協議会作業部会にて、昨年
度の取組み報告と連携・協働アクションプラ
ンの具体的取組（案）について協議を行っ
た。

実施

・第7回および第8回遠賀川流域生態系ネット
ワーク形成推進協議会作業部会にて、昨年度
の取組み報告と連携・協働アクションプラン
の具体的取組（案）について協議を行った。

実施

・令和４年７月８日に開催された遠賀川流域
生態系ネットワーク形成推進協議会作業部会
にて、昨年度の取組み報告と連携・協働アク
ションプランの具体的取組（案）について協
議を行った。

実施

・令和３年７月28日に開催した遠賀川流域生
態系ネットワーク形成推進協議会にて作業部
会を開催し、近隣自治体と共に外来生物の駆
除・取扱ルールを作成するなど検討した。

実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会が令和2年7月2日、令和2
年12月18日に開催し協議した。「オオクチバ
ス」「オオキンケイギク」に絞り、駆除・取
扱ルールを作成するなど検討した。

「緑の募金」などを活用しグリーンカーテンの配布な
ど、緑と触れ合う機会を増やしていきます。

農業振興課 未実施
「緑の募金」を活用したグリーンカーテンの
配布など、こどもを対象とした事業を実施す
る機会がなかった。

未実施
・「緑の募金」を活用したグリーンカーテン
の配布は行っていない。

未実施
・「緑の募金」を活用したグリーンカーテン
の配布は行っていない。

未実施
・「緑の募金」を活用したグリーンカーテン
の配布は行っていない。

実施
・「緑の募金」を活用した苗木の配布事業が
終了したため未実施。

市内の里山や水辺を活用する自然観察会の実施や、実施
する団体を支援します。

環境政策課 実施
・直方川づくりの会や遠賀川水辺館が行うイ
ベントなどを支援した。

実施
・直方川づくりの会や遠賀川水辺館が行うイ
ベントなどを支援した。

実施
・直方川づくりの会や遠賀川水辺館が行うイ
ベントなどを支援した。

実施
・直方川づくりの会や遠賀川水辺館が行うイ
ベントなどを支援した。

実施
・直方川づくりの会や遠賀川水辺館が行うイ
ベントなどを支援した。

カヌー教室など市民が水辺に親しめるイベントを開催し
ます。

文化・スポーツ推進課 実施

・10月13日（日）に直方市スポーツ推進委員
協議会と直方市青少年育成市民会議との共催
でカヌー川下り体験会を実施した。（参加者
は15名）

実施

・10月15日（日）に直方市スポーツ推進委員
協議会と直方市青少年育成市民会議との共催
でカヌー川下り体験会を実施した。（参加者
は11名）

実施

・10月23日（日）に直方市スポーツ推進委員
協議会と直方市青少年育成市民会議との共催
でカヌー川下り体験会を実施した。（参加者
は17名）

実施

・10月17日（日）に直方市スポーツ推進委員
協議会と直方市青少年育成市民会議との共催
でカヌー川下り体験会を実施した。（参加者
は17名）途上強風により川下りは中止、カ
ヌー取扱い、操作体験のみ実施となった。

実施

・８月24日(日)に直方市スポーツ推進委員協
議会と直方市青少年育成市民会議との共催で
カヌー川下り体験会を実施した。（参加者は
24名）

光化学オキシダント注意報や微粒子状物質（PM2.5）の
注意喚起情報への市の対応方針や体制を検討・構築し、
注意報・警報等発令時の迅速な対応に努めます。

環境政策課 実施

・光化学オキシダントや微粒子状物質
（PM2.5）の基本情報については、直方市公
式ホームページに常時掲載している。また連
絡方法等については、毎年、職員異動後に再
確認するよう体制を整えている。

実施

・光化学オキシダントや微粒子状物質
（PM2.5）の基本情報については、直方市公
式ホームページに常時掲載している。また連
絡方法等については、毎年、職員異動後に再
確認するよう体制を整えている。

実施

・光化学オキシダントや微粒子状物質
（PM2.5）の基本情報については、直方市公
式ホームページに常時掲載している。また連
絡方法等については、毎年、職員異動後に再
確認するよう体制を整えている。

実施

・光化学オキシダントや微粒子状物質
（PM2.5）の基本情報については、直方市公
式ホームページに常時掲載している。また連
絡方法等については、毎年、職員異動後に再
確認するよう体制を整えている。

実施

・光化学オキシダントや微粒子状物質
（PM2.5）の基本情報については、直方市公
式ホームページに常時掲載している。また、
連絡方法等については、毎年、職員異動後に
再確認するよう体制を整えている。

環境省や福岡県の大気汚染に関するホームページを直方
市公式ホームページにリンクし、直方市や近隣市町の大
気汚染物質の情報を提供します。

環境政策課 実施

・直方市公式ホームページに、環境省や福岡
県の大気汚染に関するページにリンクさせて
いる。
なお、広報活動が必要な際には防災無線やつ
ながるのおがた等にて周知している。

実施

・直方市公式ホームページに、環境省や福岡
県の大気汚染に関するページにリンクさせて
いる。
なお、広報活動が必要な際には防災無線やつ
ながるのおがた等にて周知している。

実施

・直方市公式ホームページに、環境省や福岡
県の大気汚染に関するページにリンクさせて
いる。
なお、広報活動が必要な際には防災無線やつ
ながるのおがた等にて周知している。

実施

・直方市公式ホームページに、環境省や福岡
県の大気汚染に関するページにリンクさせて
いる。
なお、広報活動が必要な際には防災無線やつ
ながるのおがた等にて周知している。

実施

・直方市公式ホームページに、環境省や福岡
県の大気汚染に関するページにリンクさせて
いる。
なお、広報活動が必要な際には防災無線によ
る周知の準備を行っている。

野外焼却などの公害に関するトラブルを未然に防ぐた
め、近隣に配慮した生活環境の保全についての啓発を行
います。

環境政策課 実施

・通報により現地確認を行った際には、環境
省や福岡県が作成したチラシやパンフレット
を参考に啓発を行っており、直方市公式ホー
ムページにて周知を行っている。

実施

・通報により現地確認を行った際には、環境
省や福岡県が作成したチラシやパンフレット
を参考に啓発を行っており、直方市公式ホー
ムページにて周知を行っている。

実施

・通報により現地確認を行った際には、環境
省や福岡県が作成したチラシやパンフレット
を参考に啓発を行っており、直方市公式ホー
ムページにて周知を行っている。

実施

・通報により現地確認を行った際には、環境
省や福岡県が作成したチラシやパンフレット
を参考に啓発を行っており、直方市公式ホー
ムページにて周知を行っている。

実施

・通報により現地確認を行った際には、環境
省や福岡県が作成したチラシやパンフレット
を参考に啓発を行っており、直方市公式ホー
ムページにて周知を行っている。

悪臭などの複合的な要因によって生じる苦情などに対し
て適切に対応できる臭気指数規制の導入や、指導方法を
検討します。

環境政策課 実施

・「臭気指数規制」の導入については検討を
続けているが、事業所の臭気対策に過度な負
担が掛かることも考慮し慎重に検討してい
る。

実施

・「臭気指数規制」の導入については検討を
続けているが、事業所の臭気対策に過度な負
担が掛かることも考慮し慎重に検討してい
る。

実施

・「臭気指数規制」の導入については検討を
続けているが、事業所の臭気対策に過度な負
担が掛かることも考慮し慎重に検討してい
る。

実施

・「臭気指数規制」の導入については検討を
続けているが、事業所の臭気対策に過度な負
担が掛かることも考慮し慎重に検討してい
る。

実施

・「臭気指数規制」の導入については検討を
続けているが、事業所の臭気対策に過度な負
担が掛かることも考慮し慎重に検討してい
る。

道路交通騒音・振動の状況を把握するための調査を実施
します。

環境政策課 実施

・市内11測定地点の環境の変化を調査。道路
交通騒音について、特に大きな変化は無く測
定結果については前年度と同様の値であるこ
とを確認した。

実施

・市内11測定地点の環境の変化を調査。道路
交通騒音について、特に大きな変化は無く測
定結果については前年度と同様の値であるこ
とを確認した。

実施

・市内11測定地点の環境の変化を調査。道路
交通騒音について、特に大きな変化は無く測
定結果については前年度と同様の値であるこ
とを確認した。

実施

・測定地点の環境の変化を調査。道路交通騒
音について、特に大きな変化は無く、測定を
行った場合も前年度と同様の値となることを
確認した。

実施

・市内8路線で道路交通騒音を測定し、環境
基準の達成状況を把握した。1路線で達成率
が89.8％となったが他はほぼ100％達成で
あった。

騒音・振動について、迅速な苦情対応や発生源となる可
能性のある工場・事業場、建設作業などに対する指導、
監視を行います。

環境政策課 実施

・特定施設を設置する工場等については届出
義務があり、その届出により施設を把握し、
指導・監視を行っている。特定の機械等を用
いた作業を行う場合、特定建設作業の実施の
届出義務があり、その届出により作業の実施
を把握し、指導・監視を行っている。また、
規制対象外となる騒音や振動についても苦情
が寄せられれば現地確認および作業方法の改
善等を要請している。

実施

・特定施設を設置する工場等については届出
義務があり、その届出により施設を把握し、
指導・監視を行っている。特定の機械等を用
いた作業を行う場合、特定建設作業の実施の
届出義務があり、その届出により作業の実施
を把握し、指導・監視を行っている。また、
規制対象外となる騒音や振動についても苦情
が寄せられれば現地確認および作業方法の改
善等を要請している。

実施

・特定施設を設置する工場等については届出
義務があり、その届出により施設を把握し、
指導・監視を行っている。特定の機械等を用
いた作業を行う場合、特定建設作業の実施の
届出義務があり、その届出により作業の実施
を把握し、指導・監視を行っている。また、
規制対象外となる騒音や振動についても苦情
が寄せられれば現地確認および作業方法の改
善等を要請している。

実施

・特定施設を設置する工場等については届出
義務があり、その届出により施設を把握し、
指導・監視を行っている。特定の機械等を用
いた作業を行う場合、特定建設作業の実施の
届出義務があり、その届出により作業の実施
を把握し、指導・監視を行っている。また、
規制対象外となる騒音や振動についても苦情
が寄せられれば現地確認および作業方法の改
善等を要請している。

実施

・特定施設を設置する工場・事業場について
は届出義務があり、その届出により施設を把
握し、指導・監視を行っている。特定の機械
等を用いた作業を行う場合、特定建設作業の
実施の届出義務があり、その届出により作業
の実施を把握し、指導・監視を行っている。
また、規制対象外となる騒音・や振動につい
ても苦情が寄せられれば現地確認および作業
方法の改善等を要請している。

（３）騒音、振動対策の推進
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（１）こどもを対象とした自然とのふれあいの推進

（２）地域コミュニティ内の相互理解の推進と規制・指導
方法の検討

①

大

気

環

境

の

保

全

（４）外来生物対策の推進

（１）発生源対策の推進と警報など発令時の迅速な対応



R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

公共下水道事業認可区域における公共下水道整備を推進
するとともに、供用開始区域内における下水道本管への
接続を促進します。

下水道課 実施
・公共下水道供用開始面積591.0ha（対前年
度＋13.1ha）
・水洗化率76.25％（対前年度1.55ポイント）

実施
・公共下水道供用開始面積577.9ha（対前年
度＋11.6ha）
・水洗化率74.7％（対前年度-0.1ポイント）

実施
・公共下水道供用開始面積566.3ha（対前年
度＋15.8ha）
・水洗化率74.8％（対前年度＋0.4ポイント）

実施
・公共下水道供用開始面積550.5ha（対前年
度＋21.4ha）
・水洗化率74.4％（対前年度△1.3ポイント）

実施
・公共下水道供用開始面積529.1ha（対前年
度＋10.6ha）
・水洗化率75.7％（対前年度△0.3ポイント）

公共下水道事業認可区域外では、農業集落排水施設やコ
ミュニティ・プラントの整備を推進します

下水道課 実施

（農業集落排水処理人口調査【R6】参照）
（供用開始地区人口／水洗化人口）
・下境地区農業集落排水加入率  75.7％(対
前年度-2.5ポイント)（752人/569人）
・上頓野地区農業集落排水加入率 79.9％(対
前年度-0.2ポイント)（755人/603人）

実施

（農業集落排水処理人口調査【R5】参照）
（供用開始地区人口／水洗化人口）
・下境地区農業集落排水加入率  78.2％(対
前年度＋1.4ポイント)（752人/588人）
・上頓野地区農業集落排水加入率 80.1％(対
前年度-0.1ポイント)（755人/605人）

実施

（農業集落排水処理人口調査【R4】参照）
（供用開始地区人口／水洗化人口）
・下境地区農業集落排水加入率  76.8％(対
前年度＋1.0ポイント)（745人/572人）
・上頓野地区農業集落排水加入率 80.2％(対
前年度＋0.6ポイント)（758人/608人）

実施

（農業集落排水処理人口調査【R3】参照）
（供用開始地区人口／水洗化人口）
・下境地区農業集落排水加入率  75.8％(対
前年度＋3.5ポイント)（736人/558人）
・上頓野地区農業集落排水加入率 79.6％(対
前年度△2.7ポイント)（780人/621人）

実施

・下境地区農業集落排水加入率  72.3％(対
前年度＋0.1ポイント)
・上頓野地区農業集落排水加入率 82.3％(対
前年度±0.0ポイント)

公共下水道整備区域を考慮し、合併浄化槽設置補助を行
います。

下水道課 実施

・合併浄化槽設置補助金支出件数 59件(対前
年度+8件)
・合併浄化槽設置補助金支出金額 24,020千
円(対前年度+4,092千円)

実施

・合併浄化槽設置補助金支出件数 51件(対前
年度△10件)
・合併浄化槽設置補助金支出金額 19,920千
円(対前年度△3,362千円)

実施

・合併浄化槽設置補助金支出件数 61件(対前
年度△11件)
・合併浄化槽設置補助金支出金額 23,282千
円(対前年度△4,666千円)

実施

・合併浄化槽設置補助金支出件数 72件(対前
年度＋19件)
・合併浄化槽設置補助金支出金額 27,948千
円(対前年度7,604千円)

実施

・合併浄化槽設置補助金支出件数 53件(対前
年度△41件)
・合併浄化槽設置補助金支出金額 20,344千
円(対前年度△16,720千円)

市内９河川の水質調査を年２回実施し、河川水質に異常
がないか監視します。

環境政策課 実施

・市内９河川について、夏季、冬季の２回水
質検査を行ないながら監視を継続している。
検査結果については環境基準を満たしてい
た。

実施

・市内９河川について、夏季、冬季の２回水
質検査を行ないながら監視を継続している。
検査結果については環境基準を満たしてい
た。

実施

・市内９河川について、夏季、冬季の２回水
質検査を行ないながら監視を継続している。
検査結果については環境基準を満たしてい
た。

実施

・市内９河川について、夏季、冬季の２回水
質検査を行ないながら監視を継続している。
検査結果については環境基準を満たしてい
た。

実施

・市内９河川について、夏季、冬季の２回水
質検査を行ないながら監視を継続している。
検査結果については全て環境基準を満たして
いた。

公害防止協定を締結している事業所のうち、河川に影響
を及ぼす可能性がある物質を取り扱うところについて、
年２回排水調査を実施します。

環境政策課 実施
・市内９河川と同様に、夏季、冬季の２回水
質検査を行なっている。検査結果については
環境基準を満たしていた。

実施
・市内９河川と同様に、夏季、冬季の２回水
質検査を行なっている。検査結果については
環境基準を満たしていた。

実施
・市内９河川と同様に、夏季、冬季の２回水
質検査を行なっている。検査結果については
環境基準を満たしていた。

実施
・市内９河川と同様に、夏季、冬季の２回水
質検査を行なっている。検査結果については
環境基準を満たしていた。

実施
・市内９河川と同様に、夏季、冬季の２回水
質検査を行なっている。検査結果については
全て環境基準を満たしていた。

市の広報やホームページを活用して、生活排水による河
川水質汚濁の軽減を目的とする市民への啓発を行いま
す。

環境政策課 実施
・福岡県や国土交通省からのチラシやポス
ターで啓発を行った。

実施
・福岡県や国土交通省からのチラシやポス
ターで啓発を行った。

実施
・福岡県や国土交通省からのチラシやポス
ターで啓発を行った。

実施
・福岡県や国土交通省からのチラシやポス
ターで啓発を行った。

実施
・福岡県や国土交通省からのチラシやポス
ターで啓発を行った。

土木課 実施

・油流出事故（件数不明）の水質保全対策を
実施。オイルフェンス、オイルマットにより
下流域への拡散防止を図るため、今後も引き
続き迅速な対応に努める。

実施

・油流出事故（件数不明）の水質保全対策を
実施。オイルフェンス、オイルマットにより
下流域への拡散防止を図るため、今後も引き
続き迅速な対応に努める。

実施

・油流出事故（件数不明）の水質保全対策を
実施。オイルフェンス、オイルマットにより
下流域への拡散防止を図るため、今後も引き
続き迅速な対応に努める。

実施

・油流出事故（件数不明）の水質保全対策を
実施。オイルフェンス、オイルマットにより
下流域への拡散防止を図るため、今後も引き
続き迅速な対応に努める。

実施

・油流出事故（件数不明）の水質保全対策を
実施。オイルフェンス、オイルマットにより
下流域への拡散防止を図るため、今後も引き
続き迅速な対応に努める。

環境政策課 実施

・油流出事故が起きた際は、オイルフェン
ス、オイルマットにより下流域への拡散防止
を図るため、今後も引き続き迅速な対応に努
める。また、関係各所と連絡を密にとり、事
故発生時緒対応を行っている。

実施

・油流出事故が起きた際は、オイルフェン
ス、オイルマットにより下流域への拡散防止
を図るため、今後も引き続き迅速な対応に努
める。また、関係各所と連絡を密にとり、事
故発生時緒対応を行っている。

実施

・油流出事故が起きた際は、オイルフェン
ス、オイルマットにより下流域への拡散防止
を図るため、今後も引き続き迅速な対応に努
める。また、関係各所と連絡を密にとり、事
故発生時緒対応を行っている。

実施

・油流出事故が起きた際は、オイルフェン
ス、オイルマットにより下流域への拡散防止
を図るため、今後も引き続き迅速な対応に努
める。また、関係各所と連絡を密にとり、事
故発生時緒対応を行っている。

実施

・水質事故の際には、庁内関係課及び関係機
関と連携を取り迅速に現場に急行すると同時
に、水質汚濁防止連絡協議会が作成する通報
フローにより下流域への迅速な情報伝達を
行っている。

土木課 実施

・出水期（梅雨）まえに、主要幹線水路の点
検を行い、浚渫を実施。また、年間を通し浚
渫要望のあった水路については、その都度状
況を確認し速やかに浚渫を実施。

実施

・出水期（梅雨）まえに、主要幹線水路の点
検を行い、浚渫を実施。また、年間を通し浚
渫要望のあった水路については、その都度状
況を確認し速やかに浚渫を実施。

実施

・出水期（梅雨）まえに、主要幹線水路の点
検を行い、浚渫を実施。また、年間を通し浚
渫要望のあった水路については、その都度状
況を確認し速やかに浚渫を実施。

実施

・出水期（梅雨）まえに、主要幹線水路の点
検を行い、浚渫を実施。また、年間を通し浚
渫要望のあった水路については、その都度状
況を確認し速やかに浚渫を実施。

実施

・出水期（梅雨）まえに、主要幹線水路の点
検を行い、浚渫を実施。また、年間を通し浚
渫要望のあった水路については、その都度状
況を確認し速やかに浚渫を実施。

循環社会推進課 未実施
令和３年度から浚渫業務は土木課道路維持係
が担当している。そのため今後、浚渫業務を
行う事は無い。

未実施
令和３年度から浚渫業務は土木課道路維持係
が担当している。そのため今後、浚渫業務を
行う事は無い。

未実施 浚渫作業は行っていない 未実施 浚渫作業は行っていない 実施 ・246件の浚渫を行った。

水道管理課 実施

・水道週間(６月１日～７日)及び水の日(８月
１日)、水の週間(８月１日～８月７日)に合わ
せ、ポスターにより市民や事業者にお知らせ
を行った。
※例年、両週間ともポスターが送られてくる
ので、ポスターの掲示による広報活動のみ実
施。

実施

・水道週間(６月１日～７日)及び水の日(８月
１日)、水の週間(８月１日～８月７日)に合わ
せ、ポスターにより市民や事業者にお知らせ
を行った。
※例年、両週間ともポスターが送られてくる
ので、ポスターの掲示による広報活動のみ実
施。

実施

・水道週間(６月１日～７日)及び水の日(８月
１日)、水の週間(８月１日～８月７日)に合わ
せ、ポスターにより市民や事業者にお知らせ
を行った。
※例年、両週間ともポスターが送られてくる
ので、ポスターの掲示による広報活動のみ実
施。

実施

・水道週間(６月１日～７日)及び水の日(８月
１日)、水の週間(８月１日～８月７日)に合わ
せ、ポスターにより市民や事業者にお知らせ
を行った。
※例年、両週間ともポスターが送られてくる
ので、ポスターの掲示による広報活動のみ実
施。
・渇水による節水啓発（８月市報・８月水道
検針票・ホームページ）

実施

・水道週間(６月１日～７日)及び水の日(８月
１日)、水の週間(８月１日～８月７日)に合わ
せ、ポスターにより市民や事業者にお知らせ
を行った。
※例年、両週間ともポスターが送られてくる
ので、ポスターの掲示による広報活動のみ実
施。
今年度〔３年度〕は、ポスターと水道壁新聞
（水道週間時同封）を掲示した。

環境政策課 実施

・小学校を対象とした環境学習の中で環境カ
レンダーを利用して節水について説明を行っ
ている。また、保育園での環境学習では、再
利用された水を使って「打ち水」を行った。

実施

・小学校を対象とした環境学習の中で環境カ
レンダーを利用して節水について説明を行っ
ている。また、保育園での環境学習では、再
利用された水を使って「打ち水」を行った。

実施

・小学校を対象とした環境学習の中で環境カ
レンダーを利用して節水について説明を行っ
ている。また、保育園での環境学習では、再
利用された水を使って「打ち水」を行った。

実施

・小学校を対象とした環境学習の中で環境カ
レンダーを利用して節水について説明を行っ
ている。また、保育園での環境学習では、再
利用された水を使って「打ち水」を行った。

実施

・小学校を対象とした環境学習の中で環境カ
レンダーを利用して節水について説明を行っ
ている。また、幼稚園・保育園での環境学習
では、再利用された水を使って「打ち水」を
行った。

国や県と連携して水辺に親しみやすい河岸整備の検討を
行います。

土木課 実施
福地川跡地対策委員会と協議を行い、市管理
の公園、上境自治区公民館管理の多目的広場
の整備を行う

実施

・福地川改修事業（県営）にて築造される左
岸堤防の有効利用について、国、県、市で検
討を行っている。また、地元においても福地
川跡地対策委員会を立ち上げ左岸堤防の利用
について意見を集約し検討を行っている。

実施

・福地川改修事業（県営）にて築造される左
岸堤防の有効利用について、国、県、市で検
討を行っている。また、地元においても福地
川跡地対策委員会を立ち上げ左岸堤防の利用
について意見を集約し検討を行っている。

実施

・福地川改修事業（県営）にて築造される左
岸堤防の有効利用について、国、県、市で検
討を行っている。また、地元においても福地
川跡地対策委員会を立ち上げ左岸堤防の利用
について意見を集約し検討を行っている。

実施

・福地川改修事業（県営）にて築造される左
岸堤防の有効利用について、国、県、市で検
討を行っている。また、地元においても福地
川跡地対策委員会を立ち上げ左岸堤防の利用
について意見を集約し検討を行っている。

河川の美化について市民、事業者に啓発し、「春の遠賀
川一斉清掃」などの河川美化活動への参加を促します。

環境政策課 実施

・令和6年５月25日に実施。市民・事業者・
国交省職員・市職員など400名程度で河川清
掃を行った。回収されたごみの量は約180㎏
であった。

実施

・令和５年５月27日に実施。市民・事業者・
国交省職員・市職員など300名程度で河川清
掃を行った。回収されたごみの量は約390㎏
であった。

実施

・令和４年５月28日に実施。市民・事業者・
国交省職員・市職員など300名程度で河川清
掃を行った。回収されたごみの量は約180㎏
であった。

未実施
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
「春の遠賀川一斉清掃」は中止した。

未実施
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
「春の遠賀川一斉清掃」は中止した。

住民や団体が行う河川ボランティア清掃活動を支援しま
す。

環境政策課 実施
・河川清掃を行っている市民や団体に、ゴミ
袋(ボランティア袋)を無償で提供し、出され
たゴミについても翌日収集している。

実施
・河川清掃を行っている市民や団体に、ゴミ
袋(ボランティア袋)を無償で提供し、出され
たゴミについても翌日収集している。

実施
・河川清掃を行っている市民や団体に、ゴミ
袋(ボランティア袋)を無償で提供し、出され
たゴミについても翌日収集している。

実施
・河川清掃を行っている市民や団体に、ゴミ
袋(ボランティア袋)を無償で提供し、出され
たゴミについても翌日収集している。

実施
・河川清掃を行っている市民や団体に、ゴミ
袋(ボランティア袋)を無償で提供し、出され
たゴミについても翌日収集している。

（２）河川環境整備の推進
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河川に油などが流出した場合には、オイルフェンスなど
の水質保全対策を速やかに講じます。

水路・側溝などが堆積物などにより澱んでいる場合に
は、速やかに浚渫を行って流量を確保します。

節水や水の有効利用に関して市民や事業者へ啓発を行い
ます。

（１）水質汚濁負荷源対策の推進
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R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

土壌汚染発生の情報を得た場合には、県と連携して迅速
に適切な対策を進めます。

環境政策課 実施
・情報提供があった場合には、嘉穂・鞍手保
健福祉環境事務所（環境指導課）と連携し、
迅速な対策を心がけている。

実施
・情報提供があった場合には、嘉穂・鞍手保
健福祉環境事務所（環境指導課）と連携し、
迅速な対策を心がけている。

実施
・情報提供があった場合には、嘉穂・鞍手保
健福祉環境事務所（環境指導課）と連携し、
迅速な対策を心がけている。

実施
・情報提供があった場合には、嘉穂・鞍手保
健福祉環境事務所（環境指導課）と連携し、
迅速な対策を心がけている。

実施
・情報提供があった場合には、嘉穂・鞍手保
健福祉環境事務所（環境指導課）と連携し、
迅速な対策を心がけている。

土壌汚染対策法に該当する開発行為を行う場合、各届出
書等の提出など法令を遵守するよう県と連携し周知しま
す。

環境政策課 実施
・開発行為等が行われる際には必要に応じ施
工者に対し各種届出や汚染状況調査の提出を
伝えている。

実施
・開発行為等が行われる際には必要に応じ施
工者に対し各種届出や汚染状況調査の提出を
伝えている。

実施
・開発行為等が行われる際には必要に応じ施
工者に対し各種届出や汚染状況調査の提出を
伝えている。

実施
・開発行為等が行われる際には必要に応じ施
工者に対し各種届出や汚染状況調査の提出を
伝えている。

実施
・開発行為等が行われる際には必要に応じ施
工者に対し各種届出や汚染状況調査の提出を
伝えている。

農薬や化学肥料などの適正使用について周知及び啓発を
行います。

農業振興課 実施

飯塚農林事務所や飯塚普及指導センターと連
携、ＪＡ直鞍と情報交換をしながら、農薬や
化学肥料などの適正使用について周知及び啓
発を行った。

実施
・ＪＡ直鞍と情報交換をしながら、農薬や化
学肥料などの適正使用について周知及び啓発
を行った。

実施
・ＪＡ直鞍と情報交換をしながら、農薬や化
学肥料などの適正使用について周知及び啓発
を行った。

実施
・ＪＡ直鞍と情報交換をしながら、農薬や化
学肥料などの適正使用について周知及び啓発
を行った。

実施
・ＪＡ直鞍と情報交換をしながら、農薬や化
学肥料などの適正使用について周知及び啓発
を行った。

不法投棄の多い場所には監視カメラや禁止看板を設置し
たり、関係機関と連携して巡回監視を実施します。

環境政策課 実施

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所（環境指導
課）が行うパトロールに加え、市でもパト
ロールを重点的に行う期間を設けている。な
お、不法投棄が多い箇所については、市民か
らの要望に応じて、禁止看板を設置するなど
して、重点的に監視を続けている。また、悪
質な箇所には監視カメラを設置し抑止を行っ
ている。

実施

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所（環境指導
課）が行うパトロールに加え、市でもパト
ロールを重点的に行う期間を設けている。な
お、不法投棄が多い箇所については、市民か
らの要望に応じて、禁止看板を設置するなど
して、重点的に監視を続けている。また、悪
質な箇所には監視カメラを設置し抑止を行っ
ている。

実施

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所（環境指導
課）が行うパトロールに加え、市でもパト
ロールを重点的に行う期間を設けている。な
お、不法投棄が多い箇所については、市民か
らの要望に応じて、禁止看板を設置するなど
して、重点的に監視を続けている。また、悪
質な箇所には監視カメラを設置し抑止を行っ
ている。

実施

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所（環境指導
課）が行うパトロールに加え、市でもパト
ロールを重点的に行う期間を設けている。な
お、不法投棄が多い箇所については、市民か
らの要望に応じて、禁止看板を設置するなど
して、重点的に監視を続けている。また、悪
質な箇所には監視カメラを設置し抑止を行っ
ている。

実施

・嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所（環境指導
課）が行うパトロールに加え、市でもパト
ロールを重点的に行う期間を設けている。な
お、不法投棄が多い箇所については、市民か
らの要望に応じて、禁止看板を設置するなど
して、重点的に監視を続けている。また、悪
質な箇所には監視カメラを設置し抑止を行っ
ている。

「環境美化月間」期間中は公用車に不法投棄防止を促す
ステッカーを貼るなどして、周知・啓発を行います。

環境政策課 実施
・期間中は「不法投棄防止月間」のステッ
カー貼り、啓発を行った。

実施
・期間中は公用車に「不法投棄防止月間」の
ステッカー貼り、啓発を行った。

実施

・期間中は公用車に「不法投棄防止月間」の
ステッカー貼り、啓発を行った。
・日本郵便株式会社と市とで包括連携協定を
結び、配送業務中に発見した不法投棄を市に
通報してもらうこととなった。

実施

・期間中は公用車に「不法投棄防止月間」の
ステッカー貼り、啓発を行った。
・日本郵便株式会社と市とで包括連携協定を
結び、配送業務中に発見した不法投棄を市に
通報してもらうこととなった。

実施

・期間中は公用車に「不法投棄防止月間」の
ステッカー貼り、啓発を行った。
・日本郵便株式会社と市とで包括連携協定を
結び、配送業務中に発見した不法投棄を市に
通報してもらうこととなった。

関係機関と連携して不法投棄の通報に速やかに対処しま
す。

環境政策課 実施

・通報があった際には、現地に出向き警察機
関と連携の元、投棄した者の身元の特定を試
みるが、身元が特定できない場合には、啓発
用看板の設置等による対応を継続している。

実施

・通報があった際には、現地に出向き警察機
関と連携の元、投棄した者の身元の特定を試
みるが、身元が特定できない場合には、啓発
用看板の設置等による対応を継続している。

実施

・通報があった際には、現地に出向き警察機
関と連携の元、投棄した者の身元の特定を試
みるが、身元が特定できない場合には、啓発
用看板の設置等による対応を継続している。

実施

・通報があった際には、現地に出向き警察機
関と連携の元、投棄した者の身元の特定を試
みるが、身元が特定できない場合には、啓発
用看板の設置等による対応を継続している。

実施

・通報があった際には、現地に出向き警察機
関と連携の元、投棄した者の身元の特定を試
みるが、身元が特定できない場合には、啓発
用看板の設置等による対応を継続している。

「直方市空地等における雑草等の除去に関する条例」に
基づいて、空き地などの所有者による適正な管理を促進
します。

環境政策課 実施
・空き地などが管理されていないとして苦情
が寄せられた場合には、所有者に対し適正な
管理を促している。

実施
・空き地などが管理されていないとして苦情
が寄せられた場合には、所有者に対し適正な
管理を促している。

実施
・空き地などが管理されていないとして苦情
が寄せられた場合には、所有者に対し適正な
管理を促している。

実施
・空き地などが管理されていないとして苦情
が寄せられた場合には、所有者に対し適正な
管理を促している。

実施
・空き地などが管理されていないとして苦情
が寄せられた場合には、所有者に対し適正な
管理を促している。

広報や学校教育を通じてポイ捨てや不法投棄の防止を啓
発します。

環境政策課 実施

・市報や直方市公式ホームページにて周知・
啓発を行っている。
・市内４つの保育園、幼稚園、10小学校の環
境学習の際に、ポイ捨てや不法投棄の防止に
ついて啓発した。

実施

・市報や直方市公式ホームページにて周知・
啓発を行っている。
・市内４つの保育園、幼稚園、10小学校の環
境学習の際に、ポイ捨てや不法投棄の防止に
ついて啓発した。

実施

・市報や直方市公式ホームページにて周知・
啓発を行っている。
・市内４つの保育園、幼稚園、10小学校の環
境学習の際に、ポイ捨てや不法投棄の防止に
ついて啓発した。

実施

・市報や直方市公式ホームページにて周知・
啓発を行っている。
・市内４つの保育園、幼稚園、10小学校の環
境学習の際に、ポイ捨てや不法投棄の防止に
ついて啓発した。

実施

・市報や直方市公式ホームページにて周知・
啓発を行っている。
・市内９小学校の環境学習の際に、ポイ捨て
や不法投棄の防止について啓発した。

市民講座や街づくり出前講座、直方市公式ホームページ
などにより、市の歴史や文化財を紹介します。

文化・スポーツ推進課 実施
1/25飯塚市にて筑豊炭田遺跡群講座の実施。
3/8市中央公民館にて炭鉱基礎講座を実施。

実施
・直方市バーチャルミュージアム更新 出前
講座1回実施（1月27日）

実施
・直方市バーチャルミュージアム更新 出前
講座２回実施（６月18日・３月25日）

実施
・直方市バーチャルミュージアム更新 出前
講座１回実施（５月29日）

実施
・直方市バーチャルミュージアム更新 出前
講座１回実施（10月20日）

文化・スポーツ推進課 実施
直方市の歴史をテーマにした子ども作文教室
を実施（11月30日）

実施
・東蓮寺藩誕生400年記念事業を実施（9月12
日～11月26日）

実施
・中央公民館郷土資料室企画展１回実施（３
月３日～３月26日）

実施
・中央公民館郷土資料室企画展１回実施（12
月３日～12月26日）

実施

・筑豊文庫資料室開室記念講演会（11月21日
81名 図書館）
・直方歴史さんぽ（12月６日 ４名）
・直方の歴史を紡ぐ絵画展（10月15日～11月
８日 石炭記念館）
・知っとおのおがた第１回「遠賀川と筑豊炭
田」（12月19日 22名 石炭記念館）

商工観光課 実施
チューリップフェアにおけるデジタルスタン
プラリーにて、石炭記念館や直方レトロなど
への周遊を促した。

実施

・東蓮寺誕生400年記念行事の一環として、
直方市観光物産振興協会で、のぼり計52本を
市内各所に設置するとともに、来場者に土産
物店・飲食店に訪問を促す「のおがた・おも
てなしマップ」を配布した。
・チューリップフェア2024において、谷尾美
術館と連携し、現代アート展示を行った。

実施

・「土門拳記念館コレクション展」ようこそ
直方へ来館者限定のおもてなし企画により、
直方市谷尾美術館を含む中心市街地レトロ建
築のまちなみの周知啓発を行った。期間：７
月17日～９月４日

未実施
・コロナウイルス感染症の影響により活動し
ていない。

未実施
・コロナウイルス感染症の影響により活動し
ていない。

観光まち歩きボランティアにより、市内の歴史や観光ス
ポットを訪問者に伝えていきます。

商工観光課 実施
ボランティアガイド「のおがた泰山木の会」
及び筑豊高校ボランティア部によるガイド受
付（直方市観光物産振興協会） 計29名参加

実施
・東蓮寺誕生400年記念行事の一環として、
「筑豊高校生と巡る直方まち歩き」を観光物
産振興協会で実施した。

未実施

・ボランティアガイド「のおがた泰山木の
会」によるガイド受付（直方市観光物産振興
協会）
※申込実績なし

未実施
・コロナウイルス感染症の影響により活動し
ていない。

未実施
・コロナウイルス感染症の影響により活動し
ていない。

文化・スポーツ推進課 実施 ・維持管理を実施 実施 ・維持管理を実施 実施 ・随専寺、体育館南西藩主館説明板を補修 実施 ・殿町大曲文化財説明板を補修。 未実施 ・実施していない。

商工観光課 未実施

令和7年度に、来訪者の利便性向上を図り、
点在する観光スポットを一体的に利用しても
らうことで中心拠点内の回遊性を高めるた
め、総合案内板及びサインの設置を行う予定
としている。

未実施

・直方駅周辺地区サイン設置事業（令和7年
度事業として実施計画へ計上）において、来
訪者の利便性向上を図り、点在する観光ス
ポットを一体的に利用してもらうことで中心
拠点内の回遊性を高めるため、総合案内板及
びサインの設置を行う。

未実施

・直方駅周辺地区サイン設置事業（令和7年
度事業として実施計画へ計上）。来訪者の利
便性向上を図り、点在する観光スポットを一
体的に利用してもらうことで中心拠点内の回
遊性を高めるため、総合案内板及びサインの
設置を行う。

未実施 ・検討していない。 未実施 ・検討していない。

都市計画課 実施 ・サイン板の維持管理を実施 実施 ・サイン板の維持管理を実施 未実施 ・実施する機会がなかった 未実施 ・実施する機会がなかった 未実施 ・実施する機会がなかった

文化・スポーツ推進課 未実施 ・実施する機会がなかった。 実施
・筑豊炭田遺跡群のマップを飯塚市、田川市
の各史跡と連動して作成中

実施 ・筑豊炭田遺跡群マップ案を検討。 実施
・筑豊炭田遺跡群パンフレット改訂版を作
成。

未実施 ・実施していない。

商工観光課 実施

観光ガイドブック「ココロミチルNOGATA」
を、福岡市観光案内所（天神）など県内の主
要な観光案内所等に配架し情報提供を行っ
た。

実施

観光ガイドブック「ココロミチルNOGATA」
を1万部追加制作し、福岡市観光案内所（天
神）や福岡空港など県内の主要な観光案内所
等に配架し情報提供するとともに、東京都で
開催された東京福岡県人会や博多駅前広場で
行われた「CHIKUHOUおもてなしマルシェ」
にて観光・物産PRを実施した。

実施

観光ガイドブック「ココロミチルNOGATA」
を10,000部制作、福岡市観光案内所（天神）
など県内の主要な観光案内所等に配架し情報
提供を行った。

実施 ・パンフレットの改訂の実施。 未実施
・コロナウイルス感染症の影響でイベントが
開催されなかったことでパンフレットの消費
が減ったため、増刷せず。

（１）歴史的資源に触れる機会の創出

①
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名所・旧跡の所在地や説明を分かりやすく伝えるための
案内板などを設置、維持管理します。

市内の歴史的・文化的資源を紹介するパンフレットを作
成し、情報提供します。

③
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（１）土壌汚染対策法に基づき、指導機関である県との連
携推進

④

 

廃

棄

物

の

適

正

処

理

（１）不法投棄防止対策の推進

文化財巡りなどのイベントの実施により、市民への歴
史、文化に関する周知啓発を行います。



R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4
市指定文化財の現状を把握し、適切な保護措置を講じま
す。

文化・スポーツ推進課 実施
・筑豊炭田遺跡群のマップを飯塚市、田川市
の各史跡と連動して作成

実施
・台風等の災害後に、現地を確認し必要があ
れば保護措置を検討している。

実施
・台風等の災害後に、現地を確認し必要があ
れば保護措置を検討している。

実施 ・台風等災害時等の確認等実施。 実施 ・台風等災害時等の確認等実施。

貴重な資源は、指定文化財として速やかに指定できるよ
う努めます。

文化・スポーツ推進課 実施

・筑豊炭田遺跡群（救護練習所模擬坑道）整
備基本設計（その4）を策定。
・コッペル社製貝島炭礦32号蒸気機関車とロ
ト22号無蓋貨車を市指定有形文化財に指定。

実施

・筑豊炭田遺跡群（救護練習所模擬坑道）整
備基本設計（その3）を策定。
・県指定文化財花の木堰の大公孫樹天然記念
物再生（樹勢回復）を実施。
・新指定については、特になし。

実施
・筑豊炭田遺跡群（救護練習所模擬坑道）整
備基本設計（その２）を策定。
・新指定については、特になし。

実施
・筑豊炭田遺跡群（救護練習所模擬坑道）整
備基本設計（その１）を策定。
・新指定については、特になし。

実施

・筑豊炭田遺跡群（旧筑豊石炭鉱業組合直方
会議所及び救護練習所模擬坑道）整備基本計
画を策定
・新指定については、特になし。

遺跡の保護措置を実施します。 文化・スポーツ推進課 実施
・埋蔵文化財の発掘調査 1件実施
・文化財建造物調査   2件実施

実施
・埋蔵文化財の発掘調査 3件実施
・文化財建造物調査   1件実施

実施
・埋蔵文化財の発掘調査 ２件実施。
・文化財建造物調査   １件実施

実施 ・埋蔵文化財の発掘調査 １件実施。 実施 ・埋蔵文化財の発掘調査 ２件実施。

県・市指定無形民俗文化財を伝承し保存している文化財
保護団体へ、補助金交付などにより活動を支援します。

文化・スポーツ推進課 実施
多賀神社御神幸執行委員会（県指定無形民俗
文化財）に文化芸術振興費補助金及び県文化
財保護事業費補助金を交付。

実施
・直方日若踊保存育成連合会（県指定無形民
俗文化財）に直方市文化財保護事業補助金を
交付。

未実施
・令和４年度は、文化財保護団体からの補助
金申請がなかった。

実施
・多賀神社御神幸執行委員会（県指定無形民
俗文化財）に直方市文化財保護事業補助金を
交付。

実施
・直方日若踊保存育成連合会（県指定無形民
俗文化財）に直方市伝統文化振興補助金を交
付。

埋蔵文化財包蔵地における開発時の国への届け出、教育
委員会による遺跡に関する情報提供、保護措置、発掘調
査など事前相談を実施します。

文化・スポーツ推進課 実施
・窓口対応    596件
・試掘       8件
・国への届け出    4件

実施
・窓口対応    558件
・試掘        30件
・国への届け出      3件

実施
・窓口対応    533件
・試掘       13件
・国への届け出   ４件

実施
・窓口対応    332件
・試掘       14件
・国への届け出   １件

実施
・窓口対応    317件
・試掘       17件
・国への届け出   ５件

商工観光課 実施
チューリップフェアにおけるデジタルスタン
プラリーにて、石炭記念館や直方レトロなど
への周遊を促した。

未実施 ・まちづくり出前講座の申込なし。 未実施 ・まちづくり出前講座の申込なし。 未実施
・コロナウイルス感染症の影響により実施し
ていない。

未実施
・コロナウイルス感染症の影響により実施し
ていない。

文化・スポーツ推進課 実施
・出前講座        1回
・講演会         1回

実施

・出前講座        1回
・郷土資料室企画展    1回
・美術館における特別展示 1回
・講演会         1回
・甲冑試着体験会     1回
・秋月藩郷土芸能実演   1回

実施
・出前講座      ２回
・郷土資料室企画展  １回

実施
・出前講座      １回
・郷土資料室企画展  １回

実施
・出前講座      １回
・郷土資料室企画展  ０回

「直方市インスタグラム」や「直方市公式ホームペー
ジ」などを活用して本市の自然景観や魅力を発信するこ
とで、市民の自然景観を大切する心を育みます。

環境政策課 実施
・「直方市インスタグラム」にて自然景観を
含め、様々な魅力を発信している

実施
・「直方市インスタグラム」にて自然景観を
含め、様々な魅力を発信している

実施
・「直方市インスタグラム」にて自然景観を
含め、様々な魅力を発信している

実施
・「直方市インスタグラム」にて自然景観を
含め、様々な魅力を発信している

実施
・「直方市インスタグラム」にて自然景観を
含め、様々な魅力を発信している。

うるおいのある都市景観を形成するために、街路樹の整
備を推進します。

都市計画課 未実施 ・実施する機会がなかった。 未実施 ・実施する機会がなかった。 未実施 ・実施する機会がなかった。 未実施 ・実施する機会がなかった。 未実施 ・実施する機会がなかった。

屋外広告物法及び福岡県屋外広告物条例に基づく規制内
容を周知するとともに、法条例の違反対象となる広告物
の簡易除去を行います。

都市計画課 実施 ・違反広告物の簡易除却作業随時実施。 実施 ・違反広告物の簡易除却作業随時実施。 実施 ・違反広告物の簡易除却作業随時実施。 実施 ・違反広告物の簡易除却作業随時実施。 実施 ・違反広告物の簡易除却作業随時実施

緑化意識の向上を図るための活動を行います。 農業振興課 実施
４月15日～５月14日に（財）福岡県水源の森
基金の緑の募金活動を行い緑化推進活動の推
進をした。

実施
・４月14日～５月12日に（財）福岡県水源の
森基金の緑の募金活動を行い緑化推進活動の
推進をした。

実施
・４月15日～５月14日に（財）福岡県水源の
森基金の緑の募金活動を行い緑化推進活動の
推進をした。

実施
・９月１日～10月31日に（財）福岡県水源の
森基金の緑の募金活動を行い緑化推進活動の
推進をした。

実施
・９月１日～10月31日に（財）福岡県水源の
森基金の緑の募金活動を行い緑化推進活動の
推進をした。

公共建築物を新たに設置・更新する場合は、県産木材の
利用に努めます。

農業振興課 実施
現在建設中の保健福祉センター内の家具什器
製作のため、上頓野市有林の市産材の伐採を
行った。

未実施 ・該当なし。 未実施 ・該当なし。 未実施 ・該当なし。 未実施 ・該当なし

公園の適正な配置により、身近な公園や子どもたちが遊
べる場の整備を進めます。

都市計画課 実施

・遠賀川河川敷公園内の花壇に30万株のひま
わりを植栽。
・駅前公園、須崎町公園にイルミネーション
を設置し、市民が集う場を創出した。

実施
・駅前公園、須崎町公園にイルミネーション
を設置し、市民が集う場を創出した。

実施
・駅前公園、須崎町公園にイルミネーション
を設置し、市民が集う場を創出した。

実施
・駅前公園、須崎町公園にイルミネーション
を設置し、市民が集う場を創出した。

実施
・直方駅前公園にベンチ５基、FRP製プラン
ター4基設置した。

地域のネットワークを生かした管理運営を行う、市民参
加型の公園づくりを行います。

都市計画課 実施

・市内3公園において、地域住民と連携した
公園管理（草刈りや清掃活動など）を実施。
（中泉駅公園、長池児童遊園、上頓野小山下
児童遊園）

実施

・市内3公園において、地域住民と連携した
公園管理（草刈りや清掃活動など）を実施。
（中泉駅公園、長池児童遊園、上頓野小山下
児童遊園）

実施

・市内５公園において、地域住民と連携した
公園管理（草刈りや清掃活動など）を実施。
（中泉駅公園、どんどんの滝公園、近津川緑
地、長池児童遊園、上頓野小山下児童遊園）

実施

・市内５公園において、地域住民と連携した
公園管理（草刈りや清掃活動など）を実施。
（中泉駅公園、どんどんの滝公園、近津川緑
地、長池児童遊園、上頓野小山下児童遊園）

実施

・市内５公園において、地域住民と連携した
公園管理（草刈りや清掃活動など）を実施。
（中泉駅公園、どんどんの滝公園、近津川緑
地、長池児童遊園、上頓野小山下児童遊園）

「公園施設長寿命化計画」に基づいて、誰もが安全で安
心して利用できる都市公園の整備を進めます。

都市計画課 実施
・市内22公園の老朽化した遊具の撤去、更新
工事を実施した。

実施
・3公園4施設について、老朽化したトイレの
新築、遊具の撤去、修繕工事を実施した。

実施
・11公園15施設について、老朽化した遊具の
撤去、修繕工事を実施した。

実施
・７公園14施設について、老朽化した遊具の
撤去、修繕工事を実施した。

実施
・５公園10施設について、老朽化した遊具の
撤去、修繕工事を実施した。

市の公共施設の機器や設備の新規購入及び更新時に省エ
ネルギー型の機器や設備の導入を進めます。

財政課 実施

・前年度と同様の取組みを引き続き行ってい
る。令和６年度は大きな事業はなかったが、
各施設の照明には原則LEDの導入を行い、備
品等の調達については省エネルギー型機器の
導入を行っている。

実施

・前年度と同様の取組みを引き続き行ってい
る。令和5年度については庁舎の一部空調機
器の更新を行い省エネルギー化に努めた。ま
た、各施設の照明には原則LEDの導入を行
い、備品等の調達については省エネルギー型
機器の導入を行っている。

実施

・前年度と同様の取組みを引き続き行ってい
る。令和４年度は大きな事業はなかったが、
各施設の照明には原則LEDの導入を行い、備
品等の調達については省エネルギー型機器の
導入を行っている。

実施

・前年度と同様の取組みを引き続き行ってい
る。令和３年度は大きな事業はなかったが、
各施設の照明には原則LEDの導入を行い、備
品等の調達については省エネルギー型機器の
導入を行っている。

実施

・前年度と同様の取り組みを行っている。令
和２年度については庁舎の一部空調機器・照
明のLED化・屋上太陽光発電装置の設置につ
いて環境省の補助事業を活用し、二酸化炭素
発生量の抑制・省エネルギー化に努めた。

公用車の更新時における低燃費車、次世代自動車などの
買い替えを進めます。

財政課 実施

・令和6年度については地球温暖化防止対策
として脱炭素、低燃費車を推奨するEV車を2
台導入（リース）した。また次年度にEV車を
1台導入する。（購入かリースかは未定）

実施

・令和５年度については環境に配慮された普
通車（ハイブリッド車）を１台導入した。ま
た次年度にEV車を２台導入する為に予算要求
を行っている。

実施

・次年度以降にEV車を導入するために、関係
各課との調整を行っている。また、令和５年
度に予定している普通車の買い替えについて
は、より環境に配慮された車種（ハイブリッ
ド車）を選定し、予算要求を行っている。

実施

・新型コロナの影響を少なからず受けたこと
で公用車の入札に条件が付け難く、今年度に
ついては通常の軽貨物車両を１台導入してい
る。今年度でリース契約が切れる市長車の再
リースを翌年度に行うものとして、引き続き
普通車についてはハイブリッド車の導入に努
めている。（軽貨物にはハイブリッド仕様が
僅少で購入は現実的ではない）

実施
・公用車（軽貨物車）アイドリングストップ
車１台を導入している。

（１）省エネルギー型機器などの導入推進
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（１）良好な景観の形成

（２）公園の適正な配置と管理

直方レトロなどの歴史・文化遺産をまちづくり出前講座
などで紹介し、観光資源として活用します。

（２）歴史・文化遺産の保護、活用方法の検討
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R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

地球温暖化防止対策実行計画（事務事業編）に基づいて
市の事務・事業に伴うエネルギー消費量の削減を進めて
いきます。

環境政策課 実施

・省エネルギー法及び、地球温暖化対策の推
進に関する法律に基づき、市の事務・事業に
伴うエネルギー消費量を経済産業省へ毎年報
告を行っている。消費量が積算された際に
は、分析を行ない、次年度の削減策について
の参考にしている。
・直方市庁舎の電気・空調設備の更新に際
し、太陽光発電設備の導入及びLED照明の導
入、高効率空調設備の導入を行い、年間Co₂
排出量の抑制に努めた。

実施

・省エネルギー法及び、地球温暖化対策の推
進に関する法律に基づき、市の事務・事業に
伴うエネルギー消費量を経済産業省へ毎年報
告を行っている。消費量が積算された際に
は、分析を行ない、次年度の削減策について
の参考にしている。
・直方市庁舎の電気・空調設備の更新に際
し、太陽光発電設備の導入及びLED照明の導
入、高効率空調設備の導入を行い、年間Co₂
排出量の抑制に努めた。

実施

・省エネルギー法及び、地球温暖化対策の推
進に関する法律に基づき、市の事務・事業に
伴うエネルギー消費量を経済産業省へ毎年報
告を行っている。消費量が積算された際に
は、分析を行ない、次年度の削減策について
の参考にしている。
・直方市庁舎の電気・空調設備の更新に際
し、太陽光発電設備の導入及びLED照明の導
入、高効率空調設備の導入を行い、年間Co₂
排出量の抑制に努めた。

実施

・省エネルギー法及び、地球温暖化対策の推
進に関する法律に基づき、市の事務・事業に
伴うエネルギー消費量を経済産業省へ毎年報
告を行っている。消費量が積算された際に
は、分析を行ない、次年度の削減策について
の参考にしている。
・直方市庁舎の電気・空調設備の更新に際
し、太陽光発電設備の導入及びLED照明の導
入、高効率空調設備の導入を行い、年間Co₂
排出量の抑制に努めた。

実施

・省エネルギー法及び、地球温暖化対策の推
進に関する法律に基づき、市の事務・事業に
伴うエネルギー消費量を経済産業省へ毎年報
告を行っている。消費量が積算された際に
は、分析を行ない、次年度の削減策について
の参考にしている。
・直方市庁舎の電気・空調設備の更新に際
し、太陽光発電設備の導入及びLED照明の導
入等を行い、年間Co₂排出量を約156ｔ削減さ
れることとなった。

県が実施する「エコファミリー応援事業」を広く周知し
加入を促すことで、市民や事業所の省エネルギー活動を
促進します。

環境政策課 実施

・ふくおかエコファミリー応援アプリ（エコ
ふぁみ）の活用促進のため、直方市公式ホー
ムページに掲載や環境サミットで登録会を
行った。

実施
・ふくおかエコファミリー応援アプリ（エコ
ふぁみ）の活用促進のため、直方市公式ホー
ムページや窓口でのリーフレット配布

実施
・ふくおかエコファミリー応援アプリ（エコ
ふぁみ）の活用促進のため、直方市公式ホー
ムページや窓口でのリーフレット配布

実施
・ふくおかエコファミリー応援アプリ（エコ
ふぁみ）の活用促進のため、直方市公式ホー
ムページや窓口でのリーフレット配布

実施
・「エコファミリー応援事業」を市報、直方
市公式ホームページに掲載し加入を促進し
た。

事業所における節電やエコドライブなどの省エネルギー
型ビジネススタイルの定着を図るため、省エネルギー活
動及びその効果に関する情報発信などを行います。

環境政策課 実施

・国や県からの省エネルギー活動及びその効
果に関する情報について、市役所庁舎管理を
始め、関係課を通じて事業所等へ情報発信し
ている。

実施

・国や県からの省エネルギー活動及びその効
果に関する情報について、市役所庁舎管理を
始め、関係課を通じて事業所等へ情報発信し
ている。

実施

・国や県からの省エネルギー活動及びその効
果に関する情報について、市役所庁舎管理を
始め、関係課を通じて事業所等へ情報発信し
ている。

実施

・国や県からの省エネルギー活動及びその効
果に関する情報について、市役所庁舎管理を
始め、関係課を通じて事業所等へ情報発信し
ている。また、市職員に対し省エネに関する
研修を行った。

実施

・国や県からの省エネルギー活動及びその効
果に関する情報について、市役所庁舎管理を
始め、関係課を通じて事業所等へ情報発信し
ている。

公共交通機関の積極的な利用を推進します。 都市計画課 実施

・コミュニティバスの利用者の利便性向上、
利用回数増大を図るため、回数乗車券、デジ
タル乗車券の導入及び毎月５日（のおがた５
日市）無料運行を実施。
・公共交通の利用啓発実施
・HP上で利便性向上の為、情報発信に努め
た。

実施

・コミュニティバス各路線の沿線住民参画の
もと、路線見直し等を進めたことにより、一
部路線で利用者数が増加に転じた。
・公共交通の利用啓発実施
・HP上で利便性向上の為、情報発信に努め
た。

実施

・コミュニティバス各路線の沿線住民参画の
もと、路線見直し等を進めたことにより、一
部路線で利用者数が増加に転じた。
・HP上で利便性向上の為、情報発信に努め
た。

実施
・コースの修正、MaaS及びオンデマンド交
通の実証実験の実施

実施

・令和２年９月末で西鉄バス遠賀線が廃止と
なったことから、その路線を引き継ぎ尚且つ
交通空白地域を経由する「赤地新入線」を新
たに設置し、交通空白地域の解消を図った。

事業所における省エネルギー活動を推進するため、専門
家による診断と診断を踏まえた設備投資を支援する他、
脱炭素に向けた計画の策定を支援します。

環境政策課 実施
・省エネルギー診断や診断結果を踏まえた設
備投資に対する補助事業である直方市省エネ
ルギー設備導入費補助金を実施した。

実施

省エネルギー診断や診断結果を踏まえた設備
投資に対する補助金、また、脱炭素移行計画
策定補助金について検討し、R6年度から実施
することとした。

市民が行う省エネルギー型の家電への買い換えを促進し
ます。

環境政策課 実施
・市民が行う省エネルギー型の家電への買い
換えを促進するため、省エネ家電製品買換促
進補助金を実施した。

実施
省エネ家電製品買換促進補助金について検討
し、R6年度から実施することとした。

企画経営課 未実施 特になし（建て替え・新設案件なしのため） 未実施 特になし。 実施

・令和７年度完成予定の「保健福祉セン
ター」基本設計時に、再生可能エネルギーの
導入（太陽光等）の検討について建設担当課
（健康長寿課）と調整をおこなった。

実施
・市庁舎及び令和３年７月に竣工した汚泥再
生処理センターにおいて、施設所管課により
太陽光発電設備が導入された。

実施

・令和３年３月に第６次直方市総合計画が完
成した。主な事務事業に、省エネルギー、低
炭素エネルギーの導入推進を掲げ、ゼロカー
ボンシティ宣言を目指すこととした。また、
公共施設については、省エネルギー・低炭素
エネルギー・再生可能エネルギー機器の導入
によりCO2排出量の削減を推進することとし
た。

環境政策課 実施

・第一中学校、植木小学校に大容量の太陽光
パネルを設置し、令和7年3月に供給を開始し
た。また、同様のPPA事業として令和7年度
に小中学校（12施設）へ設置と設置を踏まえ
た追加施設の検討予定。

実施

・汚泥再生処理センターに大容量の太陽光パ
ネルを設置し、令和５年８月に供給を開始し
た。また、同様のPPA事業として令和６年度
に既設の公共施設（２施設）へ設置する予
定。

実施

・汚泥再生処理センターに大容量の太陽光パ
ネル設置工事に着手し、令和5年度の供給開
始を目指す。また、同様のPPA事業として既
設の公共施設へ設置するための検討を開始し
た。

実施

・汚泥再生処理センターに大容量の太陽光パ
ネル設置を行い、再生可能エネルギーを使用
する検討開始した。令和４年２月に市として
ゼロカーボンシティ宣言を行い、今後公共施
設に設置を進めていきたいと考える。

実施

・令和３年３月に第６次直方市総合計画が完
成した。主な事務事業に、省エネルギー、低
炭素エネルギーの導入推進を掲げ、ゼロカー
ボンシティ宣言を目指すこととした。また、
公共施設については、省エネルギー・低炭素
エネルギー・再生可能エネルギー機器の導入
によりCO2排出量の削減を推進することとし
た。

再生可能エネルギーに関する情報提供を行い、市民や事
業者の再生可能エネルギー利用設備の導入を促進しま
す。

環境政策課 実施

・国や県からの再生可能エネルギーに関する
情報提供について、市役所庁舎管理を始め、
関係課を通じて事業所・市民へ情報発信して
いる。情報発信については、直方市ホーム
ページの活用を継続している。

実施

・国や県からの再生可能エネルギーに関する
情報提供について、市役所庁舎管理を始め、
関係課を通じて事業所・市民へ情報発信して
いる。情報発信については、直方市ホーム
ページの活用を継続している。

実施

・国や県からの再生可能エネルギーに関する
情報提供について、市役所庁舎管理を始め、
関係課を通じて事業所・市民へ情報発信して
いる。情報発信については、直方市ホーム
ページの活用を継続している。

実施

・国や県からの再生可能エネルギーに関する
情報提供について、市役所庁舎管理を始め、
関係課を通じて事業所・市民へ情報発信して
いる。情報発信については、直方市ホーム
ページの活用を継続している。

実施

・国や県からの再生可能エネルギーに関する
情報提供について、市役所庁舎管理を始め、
関係課を通じて事業所・市民へ情報発信して
いる。情報発信については、直方市ホーム
ページの活用を継続している。

再生可能エネルギー導入への支援制度創設の検討などに
より、市民や事業者の再生可能エネルギー利用設備の導
入を促進します。

環境政策課 実施
・国が実施する補助・支援制度について事業
者に紹介し、導入を促した。

実施
・国が実施する補助・支援制度について事業
者に紹介し、導入を促した。

実施
・国が実施する補助・支援制度について事業
者に紹介し、導入を促した。

実施
・国が実施する補助・支援制度について事業
者に紹介し、導入を促した。

実施
・国が実施する補助・支援制度について事業
者に紹介し、導入を促した。
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公共施設の建て替え・新設時には、再生可能エネルギー
を利用した設備の導入を検討します。

（１）公共施設における再生可能エネルギーの率先導入

（２）市民や事業者の再生可能エネルギー利用設備の導入
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R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

他市町村が導入している再生可能エネルギー設備等につ
いて調査し、本市における導入の可能性について研究を
進めます。

環境政策課 実施

・北九州市をはじめとした周辺18市町にて脱
炭素先行地域に環境省より認定を受けた、圏
域における会議や意見交換を実施。
同様のPPA事業として令和7年度に小中学校
（12施設）へ設置と設置を踏まえた追加施設
の検討予定。
令和４年度から令和８年度の間に、市内公共
施設へ太陽光発電設備設置を目指している。

実施

・北九州市をはじめとした周辺18市町にて脱
炭素先行地域に環境省より認定を受けた。
汚泥再生処理センターに大容量の太陽光パネ
ルを設置し、令和５年８月に供給を開始し
た。また、同様のPPA事業として令和６年度
に既設の公共施設（２施設）へ設置する予
定。令和４年度から令和８年度の間に、市内
公共施設へ太陽光発電設備設置を目指してい
る。

実施

・北九州市をはじめとした周辺１８市町にて
脱炭素先行地域に環境省より認定を受けた。
令和４年度から令和８年度の間に、市内公共
施設へ太陽光発電設備設置を目指している。

実施
・北九州市とともに再生可能エネルギー導入
について検討を行い脱炭素先行地域認定に向
けて行動している。

実施
・北九州市と連携し、再生可能エネルギーの
本市導入について検討を行った。

バイオマスエネルギーの導入可能性についての調査・研
究を進めます。

農業振興課 実施
市内でのバイオマスエネルギーを利活用でき
る分野について調査、検討を行った。

実施
・市内でのバイオマスエネルギーを利活用で
きる分野について調査、検討を行う。

実施
・市内でのバイオマスエネルギーを利活用で
きる分野について調査、検討を行う。

実施
・市内でのバイオマスエネルギーを利活用で
きる分野について調査、検討を行う。

実施
・市内でのバイオマスエネルギーを利活用で
きる分野について調査、検討を行う。

小水力エネルギーの導入可能性についての調査・研究を
進めます。

土木課 実施

・再生可能エネルギーを有効に活用出来る施
設を検討。ゲート（巻上げ）の自動化の動力
として太陽光エネルギーの導入については、
まだまだ高額であるため省力化・価格を含め
導入可能性調査等を行っていきたい。

実施

・再生可能エネルギーを有効に活用出来る施
設を検討。ゲート（巻上げ）の自動化の動力
として太陽光エネルギーの導入については、
まだまだ高額であるため省力化・価格を含め
導入可能性調査等を行っていきたい。

実施

・再生可能エネルギーを有効に活用出来る施
設を検討。ゲート（巻上げ）の自動化の動力
として太陽光エネルギーの導入については、
まだまだ高額であるため省力化・価格を含め
導入可能性調査等を行っていきたい。

実施

・再生可能エネルギーを有効に活用出来る施
設を検討。ゲート（巻上げ）の自動化の動力
として太陽光エネルギーの導入については、
まだまだ高額であるため省力化・価格を含め
導入可能性調査等を行っていきたい。

実施

・再生可能エネルギーを有効に活用出来る施
設を検討。ゲート（巻上げ）の自動化の動力
として太陽光エネルギーの導入については、
まだまだ高額であるため省力化・価格を含め
導入可能性調査等を行っていきたい。

家庭から発生するごみの排出実態を調査します。 循環社会推進課 実施

・(調査結果)可燃ごみ R6年度平均(４回)
ビニール・合成樹脂・皮革類43.5％、紙類
34.3％、厨芥類12.0％、布類7.6％、木・竹類
3.1％、不燃物類4.8％、その他0.4％

実施

・（調査結果）可燃ごみ R6.2.8
紙類36.8％、ビニール・合成樹脂・皮革類
30.5％、厨芥類14％、木・竹類3.5％、布類
13％、不燃物類0.4％、その他1.8％

実施

・（調査結果）可燃ごみ
紙類43.8％、ビニール・合成樹脂・皮革類
32.7％、厨芥類13.2％、木・竹類4.5％、布類
3.8％、不燃物類1.6％、その他0.5％

実施

・（調査結果）可燃ごみ
紙類33.1％、ビニール・合成樹脂・皮革類
41.0％、厨芥類15.0％、木・竹類2.2％、布類
5.0％、不燃物類3.5％、その他0.3％

実施

・（調査結果）可燃ごみ
紙類41.5％、ビニール・合成樹脂・皮革類
35.0％、厨芥類8.8％、木・竹類8.2％、
布類0.7％、不燃物類2.7％、その他3.1％

家庭や地域でできるごみの減量化・資源化の実践方法を
普及・啓発します。

循環社会推進課 実施

・常設資源回収場所の設置、資源物のリサイ
クル、4Rなど具体的に指導啓発を公民館等に
出向いて説明会を行った。（説明会実績）出
前講座10回、小学校9回、幼稚園・保育園13
回

実施

・常設資源回収場所の設置、食事の食べき
り、生ゴミの水切り、資源物のリサイクル、
4Rなど具体的に指導啓発をユメニティや公民
館等に出向いて説明会を行っている。（説明
会実績）出前講座23回、小学校8回、幼稚
園・保育園10回

実施

・常設資源回収場所の設置、食事の食べき
り、生ゴミの水切り、資源物のリサイクル、
4Rなど具体的に指導啓発をユメニティや公民
館等に出向いて説明会を行っている。（説明
会実績）出前講座５回、小学校10回、幼稚
園・保育園６回

実施

・不燃物の再使用、食事の食べきり、生ゴミ
の水切り、資源物のリサイクル、3Rなど具体
的に指導啓発を公民館等に出向いて説明会を
行っている。（説明会実績）出前講座7回、
小学校10回、幼稚園・保育園４回

実施

・不燃物の再使用、食事の食べきり、生ゴミ
の水切り、資源物のリサイクル、3Rなど具体
的に指導啓発を公民館等に出向いて説明会を
行っている。
（説明会実績）出前講座１回、小学校３回、
幼稚園・保育園３回

ごみの減量化推進のためのキャンペーンを実施します。 循環社会推進課 実施

・5月30日をごみゼロキャンペーンとし、5月
30日、31日、6月2日の3日間、資源拠点回収
場所にて資源物を持ってきた方に、トイレッ
トペーパーを配布した。

実施

・5月30日をごみゼロキャンペーンとし、5月
28日～5月30日の3日間、資源拠点回収場所に
て資源物を持ってきた方に、トイレットペー
パーを配布した。

未実施
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
為実施していない。

未実施
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
為実施していない。

未実施
・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
為実施していない。

家庭から出る生ごみを減量化するために電動・手動式の
生ごみ処理機購入費用の一部を助成します。

循環社会推進課 実施
13基の申請があり、125,300円を支出した。
（電動生ごみ処理機5基、生ごみ処理容器8
基）

実施

・21基の申請があり、119,800円を支出し
た。
（電動生ごみ処理機4基、生ごみ処理容器17
基）

実施
・16基の申請があり、120,700円を支出し
た。

実施
・20基の申請があり、117,000円を支出し
た。

実施 ・15基の申請があり、63,000円を支出した。

子育て応援リユース協働事業（通称：りちゃいけ）制度
を新聞・テレビ、広報、市公式ホームページなどで紹介
し、リユース可能な用品の有効活用を促進します。

こども育成課 実施

子育て応援リユース協働事業（通称：りちゃ
いけ）制度を、R4.4から【こども用品交換
会】という形で、子育て親子の交流の場の企
画として、R６年度は１回/月、地域子育て支
援センターやユメニティのおがたで実施しま
した。

実施

子育て応援リユース協働事業（通称：りちゃ
いけ）制度を、R4.4から子供用品交換会（り
ちゃいけ広場）という形で、１回/月ユメニ
ティのおがたで行っています。リユース可能
な用品の交換会を行っている。

未実施

・令和３年度末（令和４年３月）で子育て応
援リユース協働事業（通称：りちゃいけ）は
廃止。令和４年度以降は、子育て支援セン
ターで「子供用品交換会」として事業は継
続。

実施

・ホームページ掲載による広報活動実施。
・開設日：月・木の平日及び第２日曜日、午
前10時から午後２時まで
・10月より持ち込みは停止、持ち帰りは３月
まで継続。
・令和４年３月で事業終了。令和４年度以降
は、子育て支援センターで「子供用品交換
会」として事業は継続

実施

・ホームページ掲載による広報活動実施。
・開設日：月・木の平日及び第２日曜日、午
前10時から午後２時まで
・新型コロナウイルス感染症のために５月と
６月は閉鎖。
・開設日：月・木の平日及び第２日曜日、午
前10時から午後２時まで

ごみ・資源物の分け方・出し方をまとめた冊子を作成・
配布・公表し、分別排出を促進します。

循環社会推進課 実施

令和４年度中に作成した「直方市なるほどご
み資源ブック」の窓口配布を引き続き行っ
た。
また、電子書籍での閲覧を可能とした。

実施

令和４年度中に作成した「直方市なるほどご
み資源ブック」の窓口配布を引き続き行っ
た。
また、電子書籍での閲覧を可能とした。

実施

・令和４年度中に、直方市なるほどごみ資源
ブック「2023年保存版」を作成し、令和５年
５月中に
直方市内の各家庭に各戸配送を行い、ごみ・
資源の分別排出を促した。

実施

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
為、出前講座の件数は昨年に引き続き７件と
少ないものとなった。出前講座で使用する資
料「しっかり分けてごみを減らそう」を出向
いた公民館に配布し、各組合員に回覧するよ
うお願いしている。

実施

・令和２年度においては、新型コロナウイル
ス感染症感染拡大防止の為出前講座の受付を
中止したが、適切な感染対策が確認できた上
で１件のみ実施した。出前講座で使用する資
料「しっかり分けてごみを減らそう」を出向
いた公民館に配布し、各組合員に回覧するよ
うお願いしている。

直方市情報メール「つながるのおがた」の「ごみ出し日
前日通知」を市公式ホームページや広報で紹介し、ご
み・資源物の適正な排出を促進します。

循環社会推進課 実施
・直方市公式ホームページおよび市報、「つ
ながるのおがた」「LINE」にて周知を行っ
た。

実施
・直方市公式ホームページおよび市報、「つ
ながるのおがた」「LINE」にて周知を行っ
た。

実施
・直方市公式ホームページおよび市報、「つ
ながるのおがた」「LINE」にて周知を行っ
た。

実施
・直方市公式ホームページおよび市報、「つ
ながるのおがた」「LINE」にて周知を行っ
た。

実施
・直方市公式ホームページおよび市報にて周
知を行った。

「リサイクル活動団体奨励金制度」により、地域の集団
回収活動を支援します。

循環社会推進課 実施
・申請件数 152件、回収量 305,156kg、奨
励金 1,525,780円支出済。

実施
・申請件数 156件、回収量 334,438㎏、奨
励金 1,672,190円支出済。

実施
・申請件数 288件、回収量 373,938㎏、奨
励金 1,869,690円支出済。

実施
・申請件数 310件、回収量 422,339㎏、奨
励金 2,111,695円支出済。

実施
・申請件数 320件、回収量 440,596㎏、奨
励金 2,202,980円支出済。

リサイクル可能な有用資源の調査・研究を進め、資源回
収や拠点回収の品目を増やしていきます。

循環社会推進課 実施
・令和6年度現在、13品目・19分別の回収を
行っている。

実施
・現在、13品目・19分別の回収を行ってい
る。

実施
・現在、13品目・19分別の回収を行ってい
る。

実施
・現在、13品目・19分別の回収を行ってい
る。

実施
・現在、13品目・19分別の回収を行ってい
る。

③

健

全

な

資

源

循

環

の
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進

（２）リユース・リサイクル推進体制の強化

（１）ごみの排出抑制対策の推進

の

導

入

（３）再生可能エネルギーの利用の調査・研究



R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

「社会科や総合的な学習の時間」などを活用した環境教
育に市職員などの講師を派遣します。

環境政策課 実施

・市内9の小学校４年生の社会科見学の事前
学習として「直方市のごみのゆくえ」と題
し、見学施設についてのDVD及び授業用のパ
ワーポイントを使用し、ごみの出し方や、収
集、最終処理（焼却）について職員が授業を
継続し、行っている。
・なつやすみ版

実施

・市内10の小学校４年生の社会科見学の事前
学習として「直方市のごみのゆくえ」と題
し、見学施設についてのDVD及び授業用のパ
ワーポイントを使用し、ごみの出し方や、収
集、最終処理（焼却）について職員が授業を
継続し、行っている。

実施

・市内10の小学校４年生の社会科見学の事前
学習として「直方市のごみのゆくえ」と題
し、見学施設についてのDVD及び授業用のパ
ワーポイントを使用し、ごみの出し方や、収
集、最終処理（焼却）について職員が授業を
継続し、行っている。

実施

・市内10の小学校４年生の社会科見学の事前
学習として「直方市のごみのゆくえ」と題
し、見学施設についてのDVD及び授業用のパ
ワーポイントを使用し、ごみの出し方や、収
集、最終処理（焼却）について職員が授業を
継続し、行っている。

実施
・新型コロナウイルス感染拡大防止の影響も
あり、北・福地・植木小学校での実施となっ
た。

「社会科や総合的な学習の時間」などを活用した「森林
循環教育」や農業体験に通じた「食農教育」を推進しま
す。

農業振興課 未実施 実施していない 未実施 実施していない 実施
・新入地区では、地元農産物直売所を中心と
して、地元小学生を対象にあいがも農法によ
る稲作体験を行った。

実施
・新入地区では、地元農産物直売所を中心と
して、地元小学生を対象にあいがも農法によ
る稲作体験を行った。

実施
・新入地区では、地元農産物直売所を中心と
して、地元小学生を対象にあいがも農法によ
る稲作体験を行った。

環境政策課 実施

・出前授業で、直方市では処理施設を保有し
ていないことから直方市から北九州市へのご
みの流れを説明し、北九州市でごみの最終処
理を行っていることから北九州市の処理施設
の見学などを行っている。

実施

・出前授業で、直方市では処理施設を保有し
ていないことから直方市から北九州市へのご
みの流れを説明し、北九州市でごみの最終処
理を行っていることから北九州市の処理施設
の見学などを行っている。また、汚泥再生処
理センターが竣工してからは地元自治体、小
学校等に見学会を行っている。

実施

・出前授業で、直方市では処理施設を保有し
ていないことから直方市から北九州市へのご
みの流れを説明し、北九州市でごみの最終処
理を行っていることから北九州市の処理施設
の見学などを行っている。また、汚泥再生処
理センターが竣工してからは地元自治体、小
学校等に見学会を行っている。

実施

・出前授業で、直方市では処理施設を保有し
ていないことから直方市から北九州市へのご
みの流れを説明し、北九州市でごみの最終処
理を行っていることから北九州市の処理施設
の見学などを行っている。また、汚泥再生処
理センターが竣工してからは地元自治体、小
学校等に見学会を行っている。

実施

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
出前授業は７回のみである。またR３年度完
成予定の汚泥再生処理センター（し尿処理
場）について、施設見学会の実施を予定して
いる。

水道施設課 実施
・市内5の小学校４年生の浄水場社会科見学
会を尾崎水源地にて行った。 実施

・市内の浄水場について、施設見学会を実施
した。

実施
・市内の浄水場について、施設見学会を実施
した。

実施
・新型コロナウイルス感染症対策のため、社
会科見学は未実施とした。

実施

・コロナウイルス感染症の影響で参加人数が
減少したものの、市内小学校２校および福岡
県立直方特別支援学校、タイキ薬品工業㈱に
浄水場の見学会を実施し、約135名の参加が
あった。

学校授業の総合学習にある「農業体験学習」などを支援
します。

農業振興課 実施

市内各小学校については、カリキュラムの中
で総合学習において農業体験学習を行ってお
り、学校側からの要請に応じて支援を実施し
ている。

実施

・市内各小学校については、カリキュラムの
中で総合学習において農業体験学習を行って
おり、学校側からの要請に応じて支援を実施
している。

実施

・市内各小学校については、カリキュラムの
中で総合学習において農業体験学習を行って
おり、学校側からの要請に応じて支援を実施
している。

実施

・市内各小学校については、カリキュラムの
中で総合学習において農業体験学習を行って
おり、学校側からの要請に応じて支援を実施
している。

実施

・市内各小学校については、カリキュラムの
中で総合学習において農業体験学習を行って
おり、学校側からの要請に応じて支援を実施
している。

環境教育・啓発活動に対する情報提供を行います。 環境政策課 実施
・国や県からの環境学習に関する情報提供に
ついて、関係課を通じて幼稚園・保育園・小
学校等へ情報発信している

実施
・国や県からの環境学習に関する情報提供に
ついて、関係課を通じて幼稚園・保育園・小
学校等へ情報発信している

実施
・国や県からの環境学習に関する情報提供に
ついて、関係課を通じて幼稚園・保育園・小
学校等へ情報発信している

実施
・国や県からの環境学習に関する情報提供に
ついて、関係課を通じて幼稚園・保育園・小
学校等へ情報発信している

実施
・国や県からの環境学習に関する情報提供に
ついて、関係課を通じて幼稚園・保育園・小
学校等へ情報発信している。

遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進協議会を活用
し、近隣市町村と連携した遠賀川流域での環境学習の実
施を目指します。

環境政策課 実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会では、現在「外来生物対
策」「自然環境」「社会環境」のグループに
分かれ取り組みを行っている。直方市は外来
生物対策係に所属し、近隣市町村と連携した
環境学習の実施に向けた提案をしていく。

実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会では、現在「外来生物対
策」「自然環境」「社会環境」のグループに
分かれ取り組みを行っている。直方市は外来
生物対策係に所属し、近隣市町村と連携した
環境学習の実施に向けた提案をしていく。

実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会では、現在「外来生物対
策」「自然環境」「社会環境」のグループに
分かれ取り組みを行っている。直方市は外来
生物対策係に所属し、近隣市町村と連携した
環境学習の実施に向けた提案をしていく。

実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会では、現在「外来生物対
策」「自然環境」「社会環境」のグループに
分かれ取り組みを行っている。直方市は外来
生物対策係に所属し、近隣市町村と連携した
環境学習の実施に向けた提案をしていく。

実施

・「遠賀川流域生態系ネットワーク形成推進
協議会」の作業部会では、現在「外来生物対
策」「自然環境」「社会環境」のグループに
分かれ取り組みを行っているところ。今後、
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえなが
ら、近隣市町村と連携した環境学習の実施に
向けた提案をしていく。

環境教育に用いる副読本などの資材の充実を図ります。 環境政策課 実施

・小学４年生を対象とした「夏休み版環境カ
レンダー」を作成し、市内10の小学校に配
布。夏休みに取組んだ実績を評価し、クラス
や児童の表彰を行った。

実施

・小学４年生を対象とした「夏休み版環境カ
レンダー」を作成し、市内10の小学校に配
布。夏休みに取組んだ実績を評価し、クラス
や児童の表彰を行った。

実施

・小学４年生を対象とした「夏休み版環境カ
レンダー」を作成し、市内10の小学校に配
布。夏休みに取組んだ実績を評価し、クラス
や児童の表彰を行った。

実施

・小学４年生を対象とした「夏休み版環境カ
レンダー」を作成、市内10の小学校に配布し
た。夏休みの間取り組んだ実績を評価し、ク
ラスや生徒の表彰を行った。
・福岡県が作成した環境教育副読本「みんな
の環境」を活用し、授業の理解度を深めてい
く。

実施

・小学４年生を対象とした「夏休み版環境カ
レンダー」を作成、福地小学校に配布した。
夏休みの間取り組んだ実績を評価し、クラス
や生徒の表彰を行った。
・福岡県が作成した環境教育副読本「みんな
の環境」を活用し、授業の理解度を深めてい
く。

まちづくり出前講座の環境に関するメニューを充実し、
市民の環境学習活動を支援します。

環境政策課 実施

・汚泥再生処理センターにて、施設見学会の
実施。令和6年度は湖南広域行政組合（滋賀
県）、筑豊６市副市長会が施設見学を行っ
た。

実施

・汚泥再生処理センターにて、施設見学会の
実施。令和５年度は豊前東芝直方事業所、御
船地区衛生施設組合（熊本県）が施設見学を
行った。

実施

・汚泥再生処理センターにて、施設見学会の
実施。令和４年度はスパーク・キッズの児
童、みよし広域連合（徳島県）、九州運輸建
設（株）、門川町（宮崎県）が施設見学を
行った。

実施

・汚泥再生処理センターにて、施設見学会の
実施。令和３年度は南小学校４年生の児童、
自治区公民館連合、衛生連合会、えみくる登
録団体一木会が施設見学を行った。

実施
・汚泥再生処理センターにて、施設見学会の
実施を予定している。

環境に関する情報が市民や事業者へ効果的に伝わるよう
な情報発信のシステムを活用します。

環境政策課 実施

・本市のホームページに掲載し、出前講座の
メニューの中で環境学習の一環として、ごみ
の分別・ごみの減量・リサイクル・カーボン
ニュートラルを掲げ、希望メニューに応じて
出前講座を実施している。環境授業として小
学校9件、保育園・幼稚園13件、出前授業と
して10件を実施。

実施

・本市のホームページに掲載し、出前講座の
メニューの中で環境学習の一環として、ごみ
の分別・ごみの減量・リサイクル・カーボン
ニュートラルを掲げ、希望メニューに応じて
出前講座を実施している。環境授業として小
学校10件、保育園・幼稚園８件、出前授業と
して３件を実施。

実施

・本市のホームページに掲載し、出前講座の
メニューの中で環境学習の一環として、ごみ
の分別・ごみの減量・リサイクル・カーボン
ニュートラルを掲げ、希望メニューに応じて
出前講座を実施している。環境授業として小
学校15件、保育園・幼稚園４件、出前授業と
して４件を実施。

実施

・本市のホームページに掲載し、出前講座の
メニューの中で環境学習の一環として、ごみ
の分別・ごみの減量・リサイクルを掲げ、希
望メニューに応じて出前講座を実施してい
る。環境授業として小学校10件、保育園・幼
稚園４件、出前授業として６件を実施。

実施

・本市のホームページに掲載し、出前講座の
メニューの中で環境学習の一環として、ごみ
の分別・ごみの減量・リサイクルを掲げ、希
望メニューに応じて出前講座を実施してい
る。環境授業として小学校３件、保育園・幼
稚園３件、出前授業として４件を実施。

直方市公式ホームページや広報、環境シンポジウム、イ
ベントなどの多様な機会を利用して啓発を進め、市民の
環境モラル向上に努めます。

環境政策課 実施
・イオンモール直方で環境をテーマとして小
学生から募集した絵画を展示自発的な環境学
習の促進を行った。

実施
・イオンモール直方で環境をテーマとして小
学生から募集した絵画を展示自発的な環境学
習の促進を行った。

実施
・イオンモール直方で環境をテーマとして小
学生から募集した絵画を展示自発的な環境学
習の促進を行った。

実施

・イオンモール直方で環境をテーマとして小
学生から募集した絵画を展示自発的な環境学
習の促進を行った。
・遠賀川水系水環境保全・再生連絡協議会主
催の「第８回遠賀川流域リーダーサミット㏌
中間」に参加し、周辺自治体、環境団体との
連携を深めた。

実施
・イオンモール直方で環境をテーマとして小
学生から募集した絵画を展示自発的な環境学
習の促進を行った。

（
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（２）市民の自発的な環境学習活動の促進
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環境教育の一環として、生活と密接にかかわるごみ処理
場や浄水場などの見学会を実施します。

（１）学校教育における環境学習の充実



R2
項目 行動指針 市の施策 担当課

R５R6

実施・未実施及び内容

R3R4

まちづくり出前講座や公民館学習などを通じて、地域の
環境保全活動を主導するリーダーを育成・支援します。

環境政策課 実施
・福岡県環境衛生連合会が行っている、地区
指導者研修事業に直方市環境衛生連合会の役
員と共に受講した。

実施
・福岡県環境衛生連合会が行っている、地区
指導者研修事業に直方市環境衛生連合会の役
員と共に受講した。

実施
・福岡県環境衛生連合会が行っている、地区
指導者研修事業に直方市環境衛生連合会の役
員と共に受講した。

未実施
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実
施できていない。

未実施
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため実
施できていない。

「緑の少年団」の設立を支援します。 農業振興課 未実施
市内にて緑の少年団設立等の予定がなく、支
援できる機会がなかった。

未実施
・現時点での直方市における緑の少年団組織
なし

未実施
・現時点での直方市における緑の少年団組織
なし

未実施
・現時点での直方市における緑の少年団組織
なし

未実施
・現時点での直方市における緑の少年団組織
なし

直方市ボランティアサポートシステム「ゆかりネット」
により、ボランティア活動の紹介や支援などの情報を提
供し、環境保全活動の拡大を図ります。

防災・地域安全課 実施
・「ゆかりネット」登録団体の活動状況の確
認を行い、令和6年度は環境関連団体として
前年度同様の1団体の登録となった。

実施
・「ゆかりネット」登録団体の活動状況の確
認を行い、令和５年度は環境関連団体として
前年度同様の２団体の登録となった。

実施
・「ゆかりネット」登録団体の活動状況の確
認を行い、令和４年度は環境関連団体として
前年度同様の２団体の登録となった。

実施

・「ゆかりネット」登録団体の活動状況の確
認を行い登録内容の見直しを行った。令和３
年度は環境関連団体として２団体の登録と
なった。

実施

・「ゆかりネット」により遠賀川周辺の清掃
活動の周知を行っている。環境保全活動とし
てゆかりネットに登録しある団体は、１団体
であるが、活動の内容で環境保全活動（植栽
や清掃活動）を行う団体は多数あると思われ
る。

「直方市市民活動保険」制度により、安心して地域活動
やボランティア活動ができるように支援します。

防災・地域安全課 実施
・直方市市民活動保険制度実施要綱に基づき
保険会社と契約を行った。

実施
・直方市市民活動保険制度実施要綱に基づき
保険会社と契約を行った。

実施
・直方市市民活動保険制度実施要綱に基づき
保険会社と契約を行った。

実施
・直方市市民活動保険制度実施要綱に基づき
保険会社と契約を行った。

実施
・直方市市民活動保険制度実施要綱に基づき
保険会社と契約を行った。

市内において環境保全活動を実践し、模範となる事例の
発表会を開催します。

環境政策課 未実施 実施していない。 実施

・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦し表彰を受けた場合は、市報で紹
介することとしている。

実施

・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦し表彰を受けた場合は、市報で紹
介することとしている。

実施

・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦し表彰を受けた場合は、市報で紹
介することとしている。

実施

・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦し表彰を受けた場合は、市報で紹
介している。

環境保全活動の向上、発展に貢献し、功績が顕著であっ
たものを表彰します。

環境政策課 実施
・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦している。

実施
・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦している。

実施
・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦している。

実施
・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦している。

実施
・環境保全活動を実践している団体や個人
を、「直方市環境衛生連合会」を通じて各種
表彰に推薦している。

（２）環境保全活動の拡大

②

環

境

保

全

活

動

の

促

進

（１）環境ボランティア・リーダーの育成


